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第６節  知的財産権侵害品の国境措置 

中央政府は、1962 年関税法第 11 条に定める権限を行使して、次の商品の輸入を禁止し

た。（2007 年 5 月 8 日付告示 2007 年第 49 号－関税法（N.T.）を参照） 
 

・ 虚偽商標1または虚偽の取引表示2を付した商品 

・ インド国外で製造または生産された販売目的の商品で、2000 年意匠法により意匠権

を有する意匠を付したもの 

・ インド国外で製造または生産された販売目的の製品で、1970 年特許法によりその特

許が有効であるもの 

・ インド国外で考案または創出された方法によって直接得られた販売目的の製品で、1
970 年特許法によりその方法の特許が有効であるもの 

・ 虚偽の地理的表示3を付した商品 

・ 1957 年著作権法第 53 条に定める著作権登録官の命令発出によって、輸入が禁止さ

れる商品4 

模倣品の輸入を禁止するための条件および手続きは、2007 年知的財産権（輸入品）施行

規則（以下「規則」）で通知される。（2007 年 5 月 8 日付けの通知書 No. 47/2000 - CUS
TOMS (N.T.)参照。）さらに手続きを明確にするために、通達 No. 41/2007 （以下「通

達」）が、2007 年 10 月 29 日に交付され、規則を施行するよう指図が与えられた。関連

の規則、通達、通知書は、付属資料として巻末に掲載する。 

１． 一般保証証書（General Bond）の手続き 

申請時に、権利保持者は２つの証書の提出をしなければならない。 
 
（１） 一般保証証書 
 
（２） 損害填補保証証書（Indemnity Bond） 

申請には担保金を必要としないが、その後権利保持者が侵害疑義品または模倣品の税関

保留を求める場合は特定貨物保証証書の提出が求められる。侵害疑義品がリリースされる

という通知を受け取ってから 3 日以内の発効が必要とされる。保証額は疑義品総額の 11
0％となる。提出する担保金は一般保証証書総額の 25％の金額となる。 

２． 通知書 

規則のもと、権利所有者はオンラインで、ウェブサイト www.icegate.gov.in に関連情報

を提供したり、必要書類をアップロードして通知を提出することができる。その結果、固

有仮登録番号（UTRN）がシステムによって作成され、次に、オンライン申請書のプリン

トアウトと共に、全ての関連文書の写しが、税関長の事務所に届けられる。この件に関し

て各税関長に代わって税関吏に権限が与えられる。税関吏は著作権,商標、特許、意匠権、

                                                            
1 1999 年商標法第 102 条 
2 1999 年商標法第 2 条(1)(i) 
3 1999 年商品地理的表示(登録・保護)法第 38 条 
4 1957 年著作権法第 53 条 

http://www.icegate.gov.in
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地理的表示を含む知的財産権の侵害を疑われる商品の通関手続きの延期を要求できる。5こ

のような通知書は、必要な手続き6を踏んだ後に税関長によって確認・登録される。7権利

所有者は、偽造品が輸入される可能性のあるいかなる港においても通知書を提出すること

ができる。全ての港において保護が提供されるため、通知書を何通も準備して各関税長全

員に提出する必要はない。各通知書ごとに、2,000 ルピーの申請費を支払わなければなら

ない。権利所有者は、その知的所有権が有効でなくなれば、この通知書と共に税関当局に

知らせなければならない。8 
 

（１） 通知書の登録 

税関長は、場合によって、権利所有者に対して通知書の登録または通知書の拒否につい

て、通知書の受理9から 30 業務日以内に通知し、固有恒久登録番号（UPRN）を提供する

ものとする。登録の許可が下りれば、侵害の疑いのある商品のインドへの輸入は、禁止と

みなされる。10通知書の内容に含まれる税関全てに、場合によって、速達便または電子形

態で通知書の登録または拒否が知らされる。11 

前述の登録通知書に基づいて、輸入品は知的財産権を侵害する商品の疑いがあると思っ

た場合、税関長は、そのような商品の通関手続きを一時停止し12、速達便または電子形態

で、直ちに輸入業者および権利所有者、またはその代理人に知らせるものとする。13権利

所有者、または委任された権利所有者の代理人は、10 業務日以内に手続きに加わらなけれ

ばならない。この 10 業務日という期間は、適切な場合には税関長によってあと 10 日間延

長されることがある。権利所有者が当該手続きに 10 日以内に加わらなかった場合、かか

る商品は引き渡される。14腐りやすい物の場合は、引渡しの保留の期間は、3 業務日と規

定されているが、これは、税関長の納得を得ることを条件に、さらに 4 日延長されること

もある。 

税関長は、自らのイニシアティブで（規則 3 による通知書がかかる権利所有者によって

付与されておらず、登録もされていない場合）、輸入品が知的財産権を侵害していると考

える一応の証拠または合理的な理由があるこのような輸入品の通関手続きを保留すること

もある。15税関長は、保留の場合、権利所有者に知らせるものとする。知らせを受ければ、

同権利所有者は、規則 3 による通知書の要求に従い、保留の日より 5 日以内に規則 5 で求

められた契約を履行する義務を果たさなければならない。この義務を果たさなかった場合、

商品は引き渡される。16 

規則 3 および規則 5 を遵守した後で、同権利所有者は、10 業務日以内にかかる手続きに

加わらなければならない。この 10 業務日という期間は、適切な場合には税関長によって

あと 10 日間延長され得る。権利所有者が当該手続きに 10 日以内に手続きをしなかった場

                                                            
5 規則 3 
6 規則 4 
7 通達第 13 節 
8 規則 3(4) 
9 規則 4(1)および規則 4(2) 
10 規則 6 
11 規則 4(3) 
12 規則 7(1)(a) 
13 規則 7(1)(b) 
14 規則 7(3) 
15 規則 7(1)(b) 
16 規則 7(4) 
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合、かかる商品は引き渡される17。 

  
インド全土にある様々な税関において、侵害が疑われる商品の差止命令から 3 日以内に

特定貨物保証証書を発効させるのは不便であるという不服および陳情を、通商産業界より

多く受けているため、インドの税関当局は、一括保証証書モジュール（Centralized Bond 
Module）を提唱している。 
 
したがって、権利所有者は現在、以下の選択ができる。 

 
① 差止命令がだされた時点で、一般保証証書および損害填補保証証書と共に提出。も

しくは 
 

② 通知書の登録時に、一括保証証書モジュールに従う。 

一括保証証書モジュールの場合における通知書の申請手続きは、以前のモデルと同じで

ある。それと同じものを以下で概説する。 

① 一括保証証書および損害填補保証証書は、商標の所有者の代理人によって提出され

ねばならない。 
 

② 申請者は、税関のウェブサイトに申請書を提出し、関連文書をアップロードするこ

とにより、オンラインで提出し、その後、固有仮登録番号(UTRN)がシステムによっ

て作成される。 
 

③ 関連文書および 2,000 インドルピー(約 40 米ドル)の料金と共に、オンラインで提出

した通りの申請書のプリントアウトを税関長に提出しなければならない。情報の検

証および文書の提出後すぐに、税関当局が UPRN を提供し、登録のプロセスは完了

する。一括保証証書モジュールでは、保証証書登録番号（BRN）も作成され、同時

に、権利所有者に伝えられる。 

一括保証証書は、権利所有者の判断において、今後規制される可能性のある侵害が疑わ

れる商品の価値に十分相当する金額に対するものでなければならない。但し、一括保証証

書の価値と対応する保障額が、侵害とされる積荷の価値を填補するのに十分でない場合は、

補完的な保証証書およびそれに対応する担保金は、規制通告の受理から 3 日以内に遂行し

なければならない。現金または銀行保証状という形態の当該の保証と共に、関税局長官に

より知的財産権の記録に関する通知書が登録されている IPR Cell で補完契約が遂行されな

ければならない。 

さらに、一括保証証書モジュールを選択している権利所有者は、侵害が疑われる積荷が

差し止められる税関の知的財産担当チーム（IPR Cell）に書面で、一括保証証書および、

担保金によりなされる借方（debit）を通知しなければならない。その結果、当該品の通関

手続きが税関で保留される。 

一括保証証書および保証支払い口座が常に十分なバランスを保つようにするのは、権利

所有者の責任である。そのため、BRN を使ってそのようなバランスを見て確認するオンラ

インシステムが、利用できるようになっている。 

                                                            
17 規則 7(6) 
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３．  その他の規定 
（１） 税関は権利保有者に対し、権利保有者から得られる情報、支援、技術専門知識およ

び施設の提供を求めることができる。18 
 

（２） 権利保有者および輸入者または正式に権限を付与されたそれぞれの代理人は、商品

の検査を認められており、検査・テスト・分析用にサンプルを提供することができ

る。19 
 

（３） 権利保有者から要請された場合、税関長は、輸入者の名称・住所を知らせ、秘密情

報の保護に影響を及ぼすことなく、積荷の追加関連情報を提供する。20 
 

（４） 輸入者から要請された場合も同様に、税関長は、権利保有者の名称・住所を知らせ、

秘密情報の保護に影響を及ぼすことなく、積荷の追加関連情報を提供する。21 
 
４． 判断 
権利保有者が所定の期間内に手続きに参加した場合において、副税関長が事件の実体に

つき判断したうえで、商品が知的財産権を侵害しており、関税法第 111 条（d）による没

収を免れないと確信したときは、第 110 条に基づき当該商品を没収することができる。22 
 
５． 廃棄 

副税関長が判断を下した後に、留置または没収した商品が知的財産権を侵害していると

認定された場合において、その判断について、何ら法的手続きが済んでいないときは、副

税関長は、当該商品を公の監督の下で廃棄するか、通常の商業チャネル外で処分する。23

権利保有者またはその授権を受けた代理人からの異議を受け付ける必要はない。権利保有

者またはその代理人は、その処分の連絡を受けた後 20 営業日以内または権利保有者の要

請により税関長から認められた延長期間内に、侵害品の廃棄または処分の方法について意

見を述べるか、異議を唱えなければならない。廃棄または処分の時点までに発生した廃棄、

滞船および留置の費用は、権利保有者が負担する。（通知 No 47/2007 により伝えられた 2
007 年知的財産権（輸入品）施行規則 5(a)知的財産権侵害品の再輸出は、未修正のままで

は認められない。）24 
 
全ての契約書のフォーマットを、付属資料として巻末に掲げる。 

 
 前述の規則の制定は、知的財産権者に関する限り、確かに前向きで楽観的な一歩であり、

入国の時点そのもので侵害品を取り締まるメカニズムとして役立つ。これは一旦市場に侵

入してから侵害品を探し出すより容易である。税関が情報を発表していないので、記録／

差し押さえに関してすぐに使用できる統計はないが、「The Indian Express」紙 2010 年

3 月 31 日付の報告によれば、関税局の情報源は、およそ 280 社の企業、特に、幾つかの

多国籍企業が、インド市場に自社の製品のにせものが輸入されていると苦情を申し立てて

いる。これらの企業は、ソニー、アディダス、ノキア、ニベア、ガルニエ、ロレアル、レ

                                                            
18 本規則 7（5） 
19 本規則 8 
20 本規則 9 
21 本規則 10 
22 本規則 7(9) 
23 本規則 11(1) 
24 本規則 11(2) 
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ブロン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、アックス、ダブ、ボッシュ・ミコなどのメガ

ブランドである。25 
 

                                                            
25 http://www.indianexpress.com/news/280-firms-move-customs-dept-on-import-of-fake-
products/597874/0 

http://www.indianexpress.com/news/280-firms-move-customs-dept-on-import-of-fake-products/211
http://www.indianexpress.com/news/280-firms-move-customs-dept-on-import-of-fakeproducts/597874/0


 

３ 国境措置 
 
国境措置および知的財産権侵害商品の輸入禁止 
 

中央政府は、模倣品物、または知的財産権を侵害する商品のインドへの輸入・輸出の

禁止に関する法律を整備し、権利者の商標、著作権、特許、意匠、または地理的表示を

侵害する商品の輸入を禁止している1。 
 
さらに、前述の法律に効力を持たせるために、所定の規則が定められ、それを明確に

するために、インド政府は時折この件に関する告示／通達も発する2。関連する告示お

よび通達は全てこの巻末資料として掲載する。 
 
通知提出の手順―模倣品のインドへの輸入を阻止するために、権利者が通知を提出する

ことがある(インドでは、手続きの時間の関係上、権利者が指定される。本件に関する

草稿の承認は同封済み )。この通知は、オンラインで、税関のホームページ

www.icegate.gov.in から申し込みの明細を記入して提出されるが(通知のフォーマット

も掲載する)、その後、固有仮登録番号(UTRN)が作成され、当該通知のプリントアウト

が、関連書類(必要関連情報／書類のリストは同封済み)と共に提出され、申し込み料と

して、2,000 インドルピー(約 40 米ドル)を税関長に提出しなければならない。権利者は、

模倣品が輸入される可能性のあるいかなる港においても、通知を提出することができる。

侵害品の輸入が疑われる輸入業者に関する特定の情報も、申し込みの際に税関当局に提

供してもよい。通知は一通で、インドの全ての港における保護が可能となる。 
 
保証と担保―登録の前提条件として、権利者は、保証と担保をするに伴い保証書に差し

出さなければならない。 
 

• 担保のない一般保証証書（General Bond）は、通知書とともに税関長(フォーマ

ットは別掲 ) に提出しなければならない。これは、権利者の引受書 
(undertaking) という形で侵害品の貨物が差止められた港において、管轄の税関

長にさらなる保証を行うこととするものである。 
 

• 損害填補保証証書 (Indemnity Bond) (フォーマットは別掲)は、税関当局に対し

て侵害が疑われる商品の通関開放の保留ためにその全ての責任や費用を補償す

ることを引受けるという性質のものである3。 
 
通知の登録―提出された情報／書類の精査が行われれば、税関長は、場合に応じて、通

知が受理された日から 30 業務日の期間内で通知の登録または拒否を権利者に知らせな

ければならない4。登録されれば、通知には固有恒久登録番号(UPRN)が割り当てられ、

この番号は税関とのやり取りに使用される。登録の付与後は、侵害が疑われる商品のイ

ンドへの輸入は禁止とみなされなければならない5。通知に詳述されている全ての税関

が、そのときの事情に応じて、速達による書簡または電子形態によって通知の登録また

は拒否の知らせを受けることになる6。 
 
前述の登録された通知を基に、税関長は、輸入品が知的財産権を侵害するのではないか

との疑いを持てば、そのような商品の通関を保留し7、直ちに当該輸入業者および権利

                                                 
1 2010 年通達番号 51／2010 年 6 月 30 日付 
2  2007 年通達番号 47／2007 年 5 月 8 日付け、2007 年通達番号 41／2007 年 10 月 29
日 、2011 年年通達番号 10／2011 年 2 月 24 日、2012 年年通達番号 13／2012 年 5 月 8
日  
3 規則 5(b) 
4 規則 4(1)および規則 4(2) 
5 規則 6 
6 規則 4(3) 
7 規則 7(1)(a) 

http://www.icegate.gov.in


者、またはその代理人に速達による書簡または電子形態で知らせなければならない8。

当該権利者またはその承認された代理人は、10 業務日以内に手続きに参加しなければな

らない。この 10 日という期間は、適切な案件においてはさらに 10 日、税関長が延長す

ることがある。当該権利者が 10 日以内に手続きに参加しなければ、かかる商品の通関

は許可されることになる9。生鮮食料品の場合は、通関許可保留の期間は 3 業務日と規

定されているが、税関長が納得すれば、さらに 4 日延長されることがある。 
 
特定貨物保証証書（Consignment-Specific Bond）―侵害品の通関の保留手続きに参加す

る際に、当該権利者は、禁止令の通告がなされてから 3 業務日以内に、担保と保証とと

もに、特定貨物保証証書(フォーマットは別掲)の発行を行わなければならない。このよ

うな証書では、当該商品の輸入業者、荷受人、所有者、および管轄当局をあらゆる責任

から守ること、および、破棄、日数超過割増、貨物保留にかかる料金を、場合に応じて、

破棄もしくは廃棄される時まで負担することが求められる10。保証金額は、商品の価値

の 110％と同等でなければならない。ただし、保証とともに提供される担保の金額は、

保証金額の価値の 25％とし、インド国営銀行の定額貯金もしくは銀行保証状という形で

なければならない11。 
 
税関長が自発的に、知的財産権を侵害していると信じる一応の証拠または相当の理由

がある輸入品の通関を保留することもある12。税関長は、そのような保留について、権

利者に知らせなければならない。保留の情報を受け取った権利者は、通知の要件に従い、

保留から 5 日以内に必要とされる保証書を差し入れる義務を果たさなければならない。

義務が果たせない場合、当該商品の通関開放されることになる13。 
 
上記に従った後に、権利者は、10 業務日以内に手続きに参加しなければならない。

この 10 日という期間は、適切な場合にさらに 10 日、税関長によって延長が可能であ

る。当該権利者が 10 日以内に手続きに参加しない場合、当該商品の通関開放がされる

ことになる14。当該権利者および輸入業者、または正式に承認されたその代理人は、当

該商品を検査することができ、代表サンプルの検査、試験、分析をする資格が与えられ

ている15。 
 
一括保証証書モジュール（Centralized Bond Module）―特定貨物保証証書を発行する際

の手続上の問題に関する多くの苦情や抗議を産業界から受け取っているため、税関当局

は、一括保証証書モジュールを考え出した。 
 
従って当該権利者は現在、既に説明したモジュールを利用するか、一括保証証書モジ

ュールによるかの選択権を有していることになる。通知の提出時に提出するこの一括保

証証書(フォーマットは別掲)には、担保の金額(インド国有銀行における銀行保証状また

は定額預金という形で、一括保証証書の価額の 25%)および補償契約書が添えられてい

なければならない。 
 
一括保証証書モジュールの場合の通知の提出手続きは、以前のモデルと変わらない。

同様の手続きを以下で概説する。 
 

• 一括保証証書と損害填補保証書は、商標所有者の代理人が発効しなければなら

ない。 
 

                                                 
8 規則 7(1)(b) 
9 規則 7(3) 
10 規則 5(a) 
11 通達第 7 段落 
12 規則 7(1)(b) 

13 規則 7(4) 
14 規則 7(6) 
15 規則 8 



 

• 通知は、税関のホームページ上で、オンラインで申込書を記入し、関連書類を

アップロードして提出する。その後、システムによって固有仮登録番号(UTRN)
が作成される。 
 

• 関連書類と料金 2,000 インドルピー(約 40 米ドル)とともに、オンラインで提出

した通りの申込書のプリントアウトを税関長に提出しなければならない。情報

を確認し、書類を提出すれば、税関当局が、固有恒久登録番号(UPRN)を提供し、

登録手続きが完了する。一括保証証書モジュールでは、保証証書登録番号

(BRN)も作成され、この番号は同時に権利者に伝えられる。 
 
一括保証証書は、権利者が、今後規制される可能性のある侵害が疑われる商品の価値に

十分相当すると判断する額に対するものでなければならない。ただし、一括保証証書と

それに相当する保安対策の額の価値が、当該の侵害貨物の価額を填補するのに十分でな

い場合は、追加保証証書(フォーマットは別掲)をそれに相当する担保とともに通関保留

の通告を受領してから 3 日以内に差し出さなければならない。当該の追加保証証書は担

保とともに、定額預金または銀行保証状という形で、税関長が、知的財産の記録の通知

が登録された IPR Cell という部署に差し出さなければならない。 
 
さらに、一括保証証書モジュールを選択している権利者は、侵害の疑いのある貨物の通

関が保留される税関の IPR Cell に、書面で、一括保証証書並びに一括保証証書と担保

から生じている借方に関する連絡を行い、その結果、そのような貨物の通関が税関によ

って保留される。 
 
一括保証証書および担保が常に十分なバランスが取れているようにするのは権利者の責

任である。そのために、このようなバランスを BRN を用いて閲覧・確認するオンライ

ンの仕組みが利用できるようになっている。 
 
破棄－差止め・押収した商品が、実際に知的財産権を侵害しているとわかったら、また、

そのような決定に関連した法的手続きが係属中となっていない場合は、税関次長が当該

商品を正式な監視の下で破棄するか、通常の商業経路外で処分するものとする16。権利

者や承認されたその代理人からの異議の申立ては受理してはならない。破棄・処分時ま

でにこうむった破棄、日数超過割増、留置料といった費用は、権利者が負うものとする。 

                                                 
16 規則 11(1) 



（１） 告示 No.51/2010 税関 
 

[インド官報号外第 2 部第 3 条(ｆ)に掲載予定]._____________________ 
 

インド政府  
財務省  

(歳入局) 
 

2010 年税関告示番号 51 
 

ニューデリー、2010 年 6 月 30 日付  
1932 年 Asadha 9,(SAKA) 

 
G.S.R. _________________ - 1962 年税関法(1962 年法律第 52 号)第 11 条によ

り付与された権限を行使、および 2007 年 5 月 8 日付インド官報号外第 2 部第 3 条(i)、
参照番号 G.S.R.333(E)において発表された、インド政府財務省、歳入局、中央物品税・

関税局の 2007 年 5 月 8 日付 2007 年税関告示番号 49 を破棄する形で(このような破棄の

前に完了もしくは完了を省略されたものは除く)、本条の第 2 項の(2)(n)および(u)に明記

された目的について、中央政府は、そのようにすることが公共の利益に必要と納得した

上で、これにより、2007 年知的財産権(輸入品)施行規則で明記された以下の条件および

手順に従い、インドでの販売または使用のための以下の商品の輸入を禁止する。 
 

(i) 1999 年商標法(1999 年法律第 47 号)第 102 条で特定されたような偽造商標を用

いた商品 
 
(ii) 第 2 条(1)(za)の(ii)及び(iii)で特定された事項に関連する以外の、1999 年商標法

(1999 年法律第 47 号)第 2 条(1)(i)が意図する範囲における虚偽の商品表示を用

いた商品 
 
(iii) インド国外で作成または生産された商品および 2000 年意匠法(2000 年法律第 16

号)の下に意匠権の存する意匠を応用した商品であって、当該商品が属する区

分あるいはそのような意匠が不正なもしくは明らかな模倣品に関するもの。た

だし、実施許諾があるかもしくは 2000 年意匠法(2000 年法律第 16 号)の意匠

の登録所有者が書面で承諾した当該意匠を応用した場合、又はそのような輸入

が 2000 年意匠法(2000 年法律第 16 号)の下で許されている場合を除く。 
 

(iv) 1970 年特許法(1970 年法律第 39 号)の下で特許が有効な場合のインド域外で作

成または生産された商品。ただし、1970 年特許法(1970 年法律第 39 号)の下で

輸入が認められる場合における輸入の禁止が適用されないとすればインドで特

許権者からの同意を得ている場合を除く。 
 
(v) インド国外でなされたプロセスにより直接得られたか又は生産された商品であっ

て、当該プロセスが 1970 年特許法 (1970 年法律 39 号)において有効である場

合。ただし、1970 年特許法(1970 年法律第 39 号)の下で輸入が認められる場合

における輸入の禁止が適用されないとすればインドで特許権者からの同意を得

ている場合を除く。 
 

(vi) 1999 年産品地理的表示(登録・保護)法(1999 年法律第 48 号)の第 38 条が意図す

る範囲で、虚偽の地理的表示が用いられた商品 
 
(vii) 1957 年著作権法(1957 年法律第 14 号)第 53 条に基づく著作権登録官の命令に

より輸入が禁止された商品 
 

解釈―本告示を行うために、告示における様々な条項で使用されている用語や

表現は、各法律において与えられた意味を持っていなければならない。各法律



 

とは、1999 年商標法(1999 年法律第 47 号)、2000 年意匠法(2000 年法律 16
号)、1970 年特許法(1970 年法律 39 号)、1999 年産品地理的表示法(1999 年法

律第 48 号)、1957 年著作権法(1957 年法律第 14 号)である。 
 

2. 本告示は、官報の発行日から効力を発する。 
 

[F.No 305/159/2005-FTT] 
 

(M. Satish Kumar Reddy)  
インド政府担当課長 



（２） 告示 No.47/2007 税関 
 

 インド官報号外第 2 部第 3 条(i)に掲載予定 
 

インド政府 
財務省 
歳入局 

 
ニューデリー、2007 年 5 月 8 日付 

 
2007 年税関告示番号 47 

 
G.S.R. 331(E)―1962 年税関法(1962 年法律第 52 号)第 156 条(1)で付与され、同

関税法第 11 条(2)(n)および(u)に規定された権限を行使する上で、中央政府は、以下の

規則を規定する。 
 
1. 略称、施行、適用 
 

i. この規則を 2007 年知的財産権(輸入品)施行規則と呼ぶ。 
 

ii. この規則は官報の発行日に効力を発する。 
 

iii. この規則は輸入品に適用される。 
 
2. 定義 
 

a) 「知的財産権侵害商品」とは、権利者もしくは権利者に適法に許諾をを受け

た者の承認を得ずにインドのもしくはインド国外の知的財産法に反して製作、

複写、流通、その他の方法で用いられた商品を意味する。 
 

b) 「知的財産」とは、1957 年著作権法で規定された著作権、1999 年商標法で

規定された商標、1970 年特許法で規定された特許、2000 年意匠法で規定さ

れた意匠、1999 年産品地理的表示(登録・保護)法で規定された地理的表示を

意味する。 
 

c) 「知的財産法」とは、1957 年著作権法、1999 年商標法、1970 年特許法、

2000 年意匠法、または 1999 年産品地理的表示(登録・保護)法を意味する。 
 

d) 「権利者」とは、自然人または法人を意味する。それは、現在効力のある法

によって、保護された知的財産権の所有者、その権原承継者、または適法に

許諾された排他的実施権者、および個人、会社または前述の者によって権利

を保護するために承認された協会である。 
 
3. 権利者による通知 
 

1) 権利者は、知的財産権の侵害が疑われる商品の通関保留を要請する規則で述

べている手順と条件に従い、知的財産権を侵害している商品の輸入港の税関

長又は本件について税関長によって承認された税関職員に対して、書面で通

知をする。 
 

2) 知的財産権侵害商品に関する通知は、これらの規則の付属書に規定されたフ

ォーマットでなされなければならない。 
 

3) 各通知には、税関長が特定した申請料(2,000 ルピーのみ)の支払いを証明す

る書類を同封するものとする。 



 

 
4) (2)におけるフォーマットで必要な情報のいずれかが提供されない場合、税関

次長または 税関長補佐が、場合に応じては、権利者もしくは承認された代

理人に、15 日以内に同じ情報を提供するよう依頼することがある。この 15
日という期間は、充分な理由が示されれば延長の可能性もある。 
 

5) 権利者は、自分の知的財産が有効でなくなったとき、または自分が当該の知

的財産権の所有者でなくなったときは、税関当局に知らせなければならない。 
 
4. 税関長による通知の登録 
 

1) 規則 3(1)における通知の受領日より 30 業務日以内、または、規則 3(4)で検

討された延長期限の満了日から 30 日以内に、場合に応じては、税関長が申

請者に、通知が登録されたか拒否されたかを知らせるものとする。 
 

2) 通知が登録されている場合、税関長は、税関によるサポートが提供されるべ

き登録の有効期間を示すものとする。通知者もしくは権利者が税関のサポー

トや措置について 1 年未満に短縮する要請を出さない限り有効期間は 短で

1 年である。 
 

3) (2)において、通知の登録を付与する税関長は、通知に網羅されている全ての

税関に、通知の内容をただちに速達または電子形態による書簡で知らせるも

のとする。 
 
5. 登録の条件―規則 4 における登録の付与は、以下の条件に従うものとする。 
 

a) 権利者または、その権限の授与を受けた代理人は、当該商品の輸入業者、荷

受人、所有者、および所轄の当局をあらゆる責任から守ること、および、破

棄、日数超過割増、貨物保留にかかる料金を、場合に応じては、破棄もしく

は廃棄されるときまで負担することを引き受け、税関長が適切であると見な

す保証と担保の額について税関長に保証証書を差し出す。 
 

b) 権利者は、侵害の疑いのある商品の通関の保留による全ての責任や費用を税

関当局に保証する損害填補保証証書を税関長に差し出すものとする。 
 
6. 知的財産権侵害商品の輸入の禁止―適切な検査の上で、税関長による通知の登録

付与後、侵害商品と言われている物のインドへの輸入は、1962 年税関法第 11
条の示す範囲内で禁止されているとみなされるものとする。 

 
7. 輸入品の通関保留 
 

1) (a) 場合に応じて、権利者から付与された通知を基に、輸入品が知的財産権

侵害商品ではないかと疑う理由がある場合、関税局副長官または税関長補佐

は、当該商品の通関を保留するものとする。 
 
(b)税関次長または税関長補佐は、場合に応じて、自発的に、知的財産権を侵

害していると信じる一応の証拠または相当の理由がある輸入品の通関を保留

することがある。 
 

2) 税関次長または税関長補佐は、場合に応じて、輸入業者および権利者または

権限の授与を受けたそれぞれの代理人に、速達または電子形態で発効された

書簡を通して、当該商品の通関保留の件を直ちに伝え、および保留の理由を

述べるものとする。 
 

3) 知的財産を侵害している疑義のある商品の通関が保留され、権利者またはそ



の権限の授与を受けた代理人が通関保留日から 10 業務日以内に手続きに参

加せず、当該事案の決定に至る場合、1962 年税関法におけるその商品のそ

の他全ての輸入条件に準拠している限りにおいて、当該商品を通関させるも

のとする。 
10 業務日という上記の期限は、適切な場合には税関長によって、または本

件に関して税関長によって権限の授与を受けた税関職員によってさらに 10
日延長されることもある。 
 

4) 税関次長または税関長補佐が、場合に応じて、自発的に商品の通関を保留し、

権利者が通関保留日から 5 日以内に規則 3 において通知しない場合、あるい

は規則 5 において義務を果たさない場合には、1962 年税関法においてその

ような商品のその他全ての輸入条件に従っている限りにおいて、当該商品を

通関させるものとする。 
 

5) 商品の通関が保留されている場合、自発的に行動を起こす時、税関は、疑い

のある商品が模倣品、海賊品、もしくはその他の態様で知的財産権を侵害し

ているかどうかを決定するための技術的な専門知識および便宜などのあらゆ

る情報もしくはサポートを権利者に求めることがある。 
 

6) 税関次長または税関長補佐が、場合に応じて、自発的に商品の通関を保留し、

権利者が通関保留日から 5 日以内に規則 3 において通知し、規則 5 において

義務を果しているが、権利者またはその権限の授与を受けた代理人が通関保

留日から労働日で 10 日以内に手続きに参加せず、本案の決定に至る場合、

1962 年税関法におけるその商品のその他全ての輸入条件に準拠している限

りにおいて、当該商品を通関させるものとする。 
労働日で 10 日という上記の期限は、適切な場合には税関長によって、また

は本件に関して税関長によって権限の授与を受けた税関職員によってさらに

10 日延長されることもある。 
 

7) 知的財産権の侵害が疑われる生鮮食料品の場合、通関保留の期間は、労働日

で 3 日であるが、これは、税関長または本件に関して税関長によって権限の

授与を受けた税関職員が延長しても商品に影響がないと納得することを条件

に、さらに 4 日延長されることもある。 
 

8) これらの規則に含まれているものにもかかわらず、権利者またはその権限の

授与を受けた代理人の通知を基に行われる生鮮食料品の通関保留の場合、権

利者または、その権限の授与を受けた代理人は、規則において求められてい

る通り、手続きに 3 業務日以内、もしくは(7)で規定された延長期間以内で参

加し、税関次長または税関長補佐が場合に応じて、自発的に生鮮食品の通関

保留をする場合、権利者は、規則において求められている通り、3 業務日以

内、もしくは(7)で規定された延長期間以内で通知し、保証証書を（署名捺印

して）（署名捺印して）差出し、手続きに参加するものとする。そのように

しなければ、場合に応じ、当該の商品は通関するものとする。 
 

9) 本規則の(6)における 10 業務日以内、またはそれを延長した期間以内、もし

くは場合に応じて(7)で規定された 3 業務日以内、またはそれを延長した期間

以内の生鮮食料品の場合、権利者またはその権限の授与を受けた代理人は手

続きに参加し、税関次長または税関長補佐は、場合に応じ、当該商品が知的

財産権侵害商品であり、税関法第 111(d)において法的に押収する責任がある

と思う理由があれば、税関法第 110 の下これを押収することがある。 
 
8. 権利者による商品の検査―税関長またはこの件に関して適法に権限の授与を受け

た税関職員は、権利者および輸入業者、またはその代理人が、通関が保留され

ている商品の検査を認めるものとし、模倣品なのか、またはその他で知的財産

権を侵害しているかどうかを、機密情報保護を損なうことなく決定する上で、



 

商品が海賊版なのかどうかを検査、試験、分析するための代表するサンプルを

提供することがある。 
 
9. 権利者への情報の提供―権利者の要請により、場合に応じて、税関次長または税

関長補佐は、機密情報保護を損なうことなく輸入業者の名前と住所を知らせる

ものとし、さらに場合に応じて、通関を保留されている貨物に関する追加の関

連情報を提供することもある。 
 
10. 輸入業者への情報の提供―輸入業者またはその適法に権限の授与を受けた代理人

の要請により、税関次長または税関長補佐は、場合に応じて、機密情報保護を損

なうことなく権利者の名前と住所を知らせるものとし、さらに場合に応じて通関

を保留されている貨物に関する追加の関連情報提供することもある。 
 
11. 侵害商品の処分(1)―税関次長または税関長補佐が決定を下した後に、留置または

押収された商品が知的財産権を侵害し、1962 年税関法の第 111 条(d)に基づいて

没収されており、このような決定に関しいまだ係属している法的手続きがないこ

とが分かった場合、税関次長または税関長補佐は、場合に応じて、権利者または

その権限の授与を受けた代理人からの「異議がない（no objection）」場合で、

同意を得た後に、公的な監督下で当該商品を破棄するか、通常の商業経路外で処

分するものとする。 
権利者またはその権限の授与を受けた代理人は、連絡を受けてから 20 業務日以

内、または権利者の要請により税関長によって付与されるで 20 業務日を超えな

い延長期間以内で、場合に応じて税関次長または税関長補佐が提案した通りの破

棄方法に反対したり対処したりしない場合、場合に応じて税関次長または税関長

補佐が提案した破棄方法に同意していると見なされるものとする。 
さらに、破棄または処分時までに負う破棄、日数超過割増、貨物保留量に関する

費用は、場合に応じて権利者が負担するものとする。 
 

2) 変更しない状態での、知的財産権を侵害する商品の再輸出は認められないものと

する。 
 

3) 税関次長または税関長補佐が、場合に応じて、自発的に、または権利者の要請で、

破棄・処分前に、知的財産権を侵害する商品サンプルを保持し、そのようなサン

プルが係争中の訴訟や今後の訴訟の証拠として必要な場合、権利者または輸入業

者に同じものを提供することがある。 
 
12. 手荷物の除外および少量の輸入―個人の荷物に含まれあるいは輸入業者の個人的

な利用のための小さな出荷貨物で送られる非商業的な性質の商品は、上記の規則

は適用されない。 
 
13. 規則の下でとられる保護措置―税関職員は、誠実に行為し、これらの規則に述べ

られた手続きに従っている場合、以下の責を負うことはない。 
 

a) 知的財産権を侵害する商品を見つけられない場合 
b) そのような商品が偶然通関してしまった場合 
c) このような商品に関するその他の行為 

 
付属書  

(規則 3(2)を参照) 
 
2007 年知的財産権(輸入品)施行規則における知的財産権侵害商品に関する通知のフォー

マット 
 

1 申請者の名前 



2 申請者の連絡先 
(A) 会社の住所 
(B) 自宅の住所 
(C) メールアドレス 
(D) lECNo 

3 申請者の電話番号(携帯電話番号) 
4 権利者の正式な代理人の名前と連絡先(権利者からの授権書を添付してく

ださい。) 
5 権利者による正当な知的財産権の存在と所有権の証拠  
6 知的財産権を侵害しているとされる商品の通関保留の通知のための根拠

の陳述書 
7 知的財産権を侵害しているとされる商品の特定の貨物の場合、貨物の詳

細および、侵害の一応の証拠を含む通知の根拠の陳述書 
8 サンプル、モデル、本物の製品の写真と共に、知的財産権が適用され、

関税率表の商品コードのある商品の詳細説明  
9 対象とされる税関空港・関税港・税関署の名前 

 
上記の詳細は、知識の及ぶ限り真実であり、同封の文書は真正なものであると宣言する。 
 

権利者またはその権限の授与を受けた代理人の署名 
正式印 

場所： 
日付： 
 

[F.No305/96/2004-FTT(part-i)]  
 
 

(S.P.RAO) 
インド政府次官 



 

（３） 通達 No.41/2007 税関 
 

2007 年通達第 41 号－関税法 
 

F. No. 305/96/2004-FTT (Pt-I) 
インド政府 
財務省 
歳入局 

中央物品税関税部 
 

2007 年 10 月 29 日 
 
すべての税関長 宛 
すべての中央物品税局長 宛 
すべての中央物品税・関税局長 宛 
歳入情報／中央物品税情報／システム及びデータ管理／監査／輸出促進／保障措置担当

長官 宛 
部局代表責任者(CESTAT)、デリー 宛 
 

2007 年知的財産権（輸入品）施行規則－実施要綱－登録に関する件 
 
 1962 年関税法第 11 条は、中央政府が、官報への告示をもって、1962 年関税法第 11
条(2)項に規定する目的のための商品の輸出入を無条件に、または所定の条件により禁止

することができる旨を規定している。中央政府は、1962 年関税法第 11 条(2)項(n)号に基

づき、商標、特許および著作権を侵害する商品の輸出入を制限し、または禁止すること

ができる。同様に、中央政府は、現行法令の違反の防止を目的として、1962 年関税法第

11 条(2)項(u)号に基づき、商品の輸出入を制限することができる。 
 
２．2007 年５月８日以前においては、1958 年商取引および商品標章法ならびに 1911
年インド特許および意匠法に基づく商標および意匠を侵害する商品の輸入は、1964 年１

月 18 日付 1964 年告示第１号－関税法により禁止されていた。 
 
３．取引団体からは、その他の知財法に違反する商品の輸入も禁止する旨の告示を行う

よう陳情を受けていた。また、世界貿易機関の知的所有権の貿易関連の側面に関する協

定（TRIPS）第 51 条ないし第 60 条で想定する国境措置の実施義務に鑑み、知財侵害の

水際対策にあたっての税関の役割を正確に定義する必要性が認識されていた。こうした

ことから、1957 年著作権法、1999 年商標法、1970 年特許法、2000 年意匠法および

1999 年商品地理的表示（登録・保護）法に基づく権利保有者の知的財産権を侵害する商

品の輸入を禁止する 2007 年５月８日付 2007 年告示第 49 号－関税法が発せられたので

ある。また、権利保有者から税関への通知の登録に関する手続、かかる登録の条件等に

ついては、2007 年５月８日付 2007 年告示第 47 号－関税法（NT）により告示された

2007 年知的財産権（輸入品）施行規則（以下「本規則」という。）に規定されている。

本規則は、疑いのある輸入品の通関停止を求める権利保有者またはその授権を受けた代

理人および税関が従うべき手続の詳細を規定したものである。 
 
４．国境措置に関する TRIPS 第 51 条ないし第 60 条の強制的義務は、著作権および商

標の侵害のみに制限されるものの、本規則は、他の国々、特に EU 諸国における慣行と

の整合性を図り、特許、意匠および地理的表示の侵害も対象となっている。税関職員が

手元にあるデータおよび情報に基づき国境における著作権および商標の侵害を判断する

ことは困難ではないものの、他の３つの侵害については、インドにおける司法判断によ

り違法行為が既に確定されており、当該体制の実施のみが税関に求められる場合を除い

ては、困難となりうる。言い換えれば、これら３つの知的財産権の侵害について判断す

る場合、きわめて慎重に行う必要がある。 
 
本規則は、特に下記事項について規定している。 



(i) 権利保有者による通知の提出 
(ii) 税関による当該通知の登録 
(iii) 権利保有者が手続に参加するための期限 
(iv) 権利保有者が提出した通知の登録の条件 
(v) 正当な輸入者に対する十分な保護 
(vi) 税関の誠実な行為に対する十分な保護 
(vii) 特定の状況下において税関が自ら行う措置 
(viii) 没収品の処分 
(ix) 個人の手荷物に含まれている非商業目的の商品または輸入者の私用のために小型

積送品として送付される商品に対する除外措置 
 
５．権利保有者は、商標、著作権、特許、意匠または地理的表示に関する知財を侵害す

る模倣品が輸入されるおそれのある港の税関長宛てに、本通達 10 項に定める方法によ

り登録のための通知を行わなければならない。税関による登録の承認の前提条件として、

本規則５条(a)は、権利保有者またはその授権を受けた代理人に対し、あらゆる賠償責任

について輸入者、荷受人、商品の所有者および管轄当局を保護すること、ならびに侵害

品の廃棄または処分の時点までに発生する廃棄、待船および留置の費用を負担すること

を保証する旨の保証書を作成し、かつ、保証人と保証金を提供するよう要求している。

また、登録の前提条件として、本規則５条(b)は、権利保有者に対し、侵害の疑いがある

商品の通関停止を理由とする賠償責任および費用の一切について税関当局を補償する旨

の損害填補保証書を作成するよう要求している。 
 
６．輸入前の登録時においては、未輸入であるが侵害の疑いのある商品の価額に対応す

る保証金額の決定が困難な場合がある。また、このような決定により、権利保有者の保

有する金銭が保証金として動かせなくなってしまうという問題もある。したがって、権

利保有者は、侵害の疑いがある輸入貨物の差止めの日から３日以内に、差止めを行う港

の管轄税関長との間で、付属書Ｂおよび付属書Ｃに定める様式による保証書を作成する

ことを約したうえで、登録の承認に先立ち、本通達付属書Ａに定める様式による保証金

なしの一般保証書を税関長に差し入れることができることが決定された。登録の承認に

先立ち、権利保有者は、一般保証書のほか、本通達付属書Ｃに定める様式にて本規則５

条(b)に基づく損害填補保証書を差し入れなければならない。したがって、付属書Ａに定

める一般保証書と付属書Ｃに定める損害填補保証書を作成することが、登録の前提条件

となる。参考までに、本規則５条(a)に基づき作成される貨物保証書および本規則５条(b)
に基づき作成される損害補填保証書の見本を付属書Ｂおよび付属書Ｃにそれぞれ掲げる。

要件を満たすために、必要な変更が個別に行われることがある。 
 
７．保証人および保証金は貨物ごととし、権利保有者の権利を侵害している疑いのある

貨物の差止めに伴い保証書（付属書Ｂ）とともに差し入れるものとする。商品価額およ

びその他の付随費用を勘案し、保証書の金額は商品価額の 110％相当とすることが決定

されている。ただし、保証書とともに差し入れられる保証金の額は、保証書の金額の

25％とする。権利保有者は、銀行保証または定期預金の形で保証金を差し入れることが

できる。ただし、権利保有者が商品の差止めの日から３日以内に貨物保証書の作成およ

び保証金の差し入れを行わない場合には、当該商品は直ちに通関されなければならない 
 
８．権利所有者が提供した情報に誤りまたは虚偽があることがいずれかの段階で判明し

た場合には、本規則４条により認められた登録は直ちに抹消されることがある。 
 
９．登録の承認後、当該登録が行われた知的財産権の根拠法を実施する部局の各登録所

が権利保有者に対して認めた登録が変更されたこと等により、登録内容の修正を求める

場合、権利保有者は、旧登録に代わる新登録の申請を行わなければならず、また、新規

の申請、手数料の納付、保証書の作成等のすべての登録手続を再度実施しなければなら

ない。 
 



 

10．本規則は、権利保有者が本規則付属書に定める様式による通知を行う旨を規定して

いる。ただし、取引促進の観点から、権利保有者が電子的手段により通知を提出できる

ようにすべく、ユーザーにとって使いやすいウェブ対応の申請書の策定が進められてい

る。権利保有者には http://www.icegate.gov.in.へのログインが求められる。ログインの

後、権利保有者は、侵害の疑いがある商品の輸入港の中から通知登録を希望する税関を

選択することができる。様々な知的財産権、すなわち著作権、商標権、特許権、意匠権

および地理的表示に関する権利を個別登録するための選択肢が与えられている。登録料

の支払いについては、オンライン上でのクレジットカード払いの方法、または通知登録

を希望する税関の税関長を名宛人として振り出される従来の一覧払為替手形の方法のい

ずれかを、申請者がその選択により選ぶことができる。それぞれの権利につき、権利保

有者は、個別の通知（申請書）を提出する必要がある。オンライン手続の完了後、ウェ

ブサイト上で申請書を「提出」することができる。これにより、固有一時登録番号

（UTRN)がシステム上発生し、また、申請書は印刷版を取得することができるようにな

る。この印刷された申請書、一覧払為替手形、ならびに上記の保証書および損害補填保

証書（本規則５条に定める。）の写しは、サンプル、ひな形または写真とともに税関長

に提出されなければならない。 
 
11．申請書の受領後、税関長は、申請書の申告内容を検証する。必要な場合、根拠法令

に基づき、提供された詳細事項の相互検証が権利登録先である関係当局とともに行われ

ることがある。税関長は、申請者に対し追加情報を要求する場合がある。本規則に基づ

き要求される申請書、保証書（一般）および損害補填保証書の検証後、適式に情報を提

供する CBEC のウェブサイトに詳細事項を入力するよう求められる。その後、システム

上、固有永久登録番号（UPRN）が自動的に発生し、以後のすべての連絡のために

UPRN が申請者に通知される。同時に、その旨の正式な通知が 24 時間以内にムンバイ

のリスク管理部およびその他すべての税関に送付される。リスク管理部および当該税関

は、与えられたユーザー名およびパスワードを用いて詳細事項を閲覧することができる。

反対に、税関長またはその授権を受けた税関職員が、知的財産権の保護の拒否に繋がる

申請を拒絶しなければならない場合には、自然的正義の原理に従うことができる。なお、

システムにより与えられる一時的な登録番号は権利保有者に対して保護を与えるもので

はないことは、認識されておくべきである。一時的な登録は、権利保有者が提出した申

請書の受領を確認するものにすぎず、何らかの権利を付与するものではない。登録は、

税関長が書類および事実の検証を完了した後、また、権利保有者が一般保証書および損

害補填保証書を提出して初めて承認される。権利の保護は、権利保有者に対して永久的

な登録番号が付与された時点で初めて与えられる。 
 
12．ウェブ対応の電子登録システムの整備が進められている中、現場の税関長に対して

は、本規則付属書に定める様式による申請書を受理するよう通知されている。ただし、

登録の集約化を図るため、オンラインによる電子登録を受理するためのシステムが整い

次第、すべての申請者にオンラインによる申請書の提出が義務づけられる。取引団体に

は、電子登録制度の運用開始日に通知される。 
 
13．通知または登録申請書は、商標権、著作権、特許権、意匠権または地理的表示に関

する権利といった知的財産権を侵害する模倣品が輸入されるおそれのある港の税関長宛

てに提出することができ、また、登録にかかわるすべての手続は当該税関長により実施

されることにはなるが、権利の保護は、通知に記載されるすべての港において与えられ

ることは認識されておくべきである。そのため、権利保有者が通知に関係するすべて税

関長宛てに複数の通知または申請を行わなければならないという明白な必要性は存在し

ない。知的財産権法上の各権利につき保護を受けるためには、権利保有者は当該各権利

について個別に登録を申請する必要があることを強調しておく。 
 
14．税関が商品の通関を自発的に停止した場合、権利保有者は、通関停止の日から５日

以内に本規則３条に定める通知を行い、かつ、本規則５条に定める保証書を作成しなけ

ればならない。登録手続は前各項記載のとおりである。なお、権利保有者は、登録の承

http://www.icegate.gov.in


認に先立ち、付属書Ｂに定める様式による保証書（保証金付き）および付属書Ｃに定め

る様式による損害補填保証書を作成する必要がある。 
 
15．本規則４条(2)項は、権利保有者が１年未満の期間で承認を受けることを希望しない

限り、登録は 低１年間で承認されると規定している。本規則に基づく登録の有効期間

は５年とされている。したがって、税関長は、この期間の満了に注意を払わなければな

らない。登録有効期間が経過した場合、権利保有者は、初回登録時と同様に、新たな通

知の提供、手数料の納付（該当する場合）、一般保証書の作成等を行う必要がある。 
 
16．知的財産権の体系的な保護措置は、税関にとって初めてのことであるといえる。ま

た、知財制度の実施内容は、EDI 所在地と EDI 非所在地とにおいて異なる。そのうえ、

いずれの EDI 所在地においても RMS は実施されていない。貨物に関する国家レベルで

の目標設定は、ムンバイのリスク管理部が申請者から提供される情報に基づき対応可能

であり、そのような国家レベルでの目標設定により停止された貨物は、通常の状況下で

あれば、疑いのある貨物に対応するための適切な指示を職員に与えた上で送付されるも

のの、職員がその判断により自発的に差止めを行うことは妨げられない。ただし、職権

による不法留置は、すべて当該不法留置を行った部局の責任となることから、かかる職

員の職権による介入は細心の注意をもって規制・実施する必要がある。RMS が実施され

ていない EDI 所在地では、すべての貨物は通関前に必ず査定される。したがって、当該

所在地におけるグループおよび倉庫の職員は、疑いのある輸入を監視することができる

よう、知的財産権登録データベースに精通していなければならない。なお、職員が

「ICE GATE（模倣品対策税関登録システム）」にアクセスできない EDI 非所在地では、

権利の登録を処理する税関長は、電子メールまたは速達郵便により、申請書および添付

書類の写しを、遅滞なく当該非所在地に送付するものとする。 
 
17．告示および 1962 年関税法第 11 条に基づき制定された本規則において使用される語

句は、すべての文法的変容および同一語源の表現とともに、1957 年著作権法、1999 年

商標法、1970 年特許法、2000 年意匠法および 1999 年商品地理的表示法等の根拠法令

において付与される意味を有することは認識されておくべきである。したがって、ある

特定の貨物が権利保有者の権利を侵害しているか否かという事実の判断は、当該侵害の

疑いのある知的財産権の根拠法令の規定を勘案して行われるということを強調してよい

と思われる。 
 
18．本規則７条に定める期限の遵守は重要である。税関および保護を求める権利保有者

は、現場で生じ得る実際的な状況に関する各種下位規則に定める期限に従う義務を負う。

通関停止はいずれもそれに付随する法的問題が絡むことから、侵害品を取り扱う取引管

理者および現場職員は、適時に措置を講じることの重要性について十分に認識していな

ければならない。 
 
19．本規則７条(9)項は、1962 年関税法第 111 条による没収を免れないと確信すべき理

由が存する場合における侵害品の没収について規定している。これに関連して、税関は、

知的財産権を保護するに際しては、対人法を実施していることを留意しておかなければ

ならない。したがって、権利保有者による税関手続への参加を確保することが重要であ

る。権利保有者が手続に参加しない場合には、税関は留置を継続する義務を負わず、そ

の他の点が規則に適合するのであれば、商品は直ちに通関される。 
 
20．本規則８条は、権利保有者または輸入者の請求による商品の検査およびサンプルの

抜き取りを認めている。さらに、続けて通常のサンプリング手続を実施する場合がある。

代表となるサンプルは、手続が完了するまで税関において安全に保管しなければならな

い。サンプリング、サンプルのテスト等に関する費用は、権利保有者が負担しなければ

ならない。 
 
21．知的財産権に係る制度を円滑に実施するために、各税関において IPR Cell が設置さ

れることが望ましい。IPR Cell は、申請書を検証し、ウェブ対応可能な登録手続を完了

させ、リスク管理部との連絡および税関のその他の手続を実施する責任を負う。また、



 

知的財産権の侵害の疑いがある輸入は IPR Cell が必ず処理しなければならない場合があ

る。税関が自ら行う輸入貨物の差止め（侵害の可能性を含む。）の事例についても、当

該 IPR Cell に照会するべきである。作業は期限付きであり、秘密性が要求されることか

ら、十分な能力を有する職員のみを IPR Cell に配備すべきである。 
 
22．本通達の一般への公示は、公告および実施規則により行うことができる。 
 
23．本通達の解釈にあたって争いが生じた場合には、直ちにこれを中央物品税関税役員

会に付託することができる。 
 
24．受領したことを確認すること。 
 
25．ヒンディー語版が続く。 
 

（P.S.Pruthi) 
税関長（関税及び EP) 



 
 

付属書－Ａ 
 

インド税関への知的財産権の登録により作成される保証書 
［2007 年知的財産権（輸入品）施行規則の規則 5 条(a)および 5 条(b)参照］ 

 
［権利保有者が作成する。］ 

 
（一般保証書） 

 
 

        に居住する私／当社        （以下「権利保有者」とい

う。）（その承継人／相続人、遺言執行者、遺産管理人および法律上の代表者を含

む。）は、私／当社が保有する知的財産権（以下「知的財産権」と略称する。）を侵害

して輸入された疑いのある商品の差止めおよび通関停止時に決定される金額をインド国

大統領（以下「大統領」という。）（その承継人、ならびに税関長およびその授権を受

けた職員のような代表職員を含む。）に支払う法的義務を本保証書により大統領に対し

て負うことを、ここに証する。 
 
20  年  月  日に押印した。 
 
［ ］の税関長またはその授権を受けた職員（以下「正規職員」という。）は、私／当

社が提供する情報に依拠して、また、輸入者が輸入に際して行う申告に基づき、私／当

社が保有する知的財産権を登録すること、および私／当社が保有する知的財産権を侵害

している疑いがある商品の通関を停止することに同意している。権利保有者である私／

当社は、2007 年知的財産権（輸入品）施行規則の規則 5 条(a)に基づき、正規職員が定

める保証書、保証金および保証人を差し入れることに同意し、また、同規則の規則 5 条

(b)に定めるとおり税関を補償することに同意する。 
 
よって、下記事項に同意し、下記事項を宣言する。 
 
(i) 権利保有者は、2007 年知的財産権（輸入品）施行規則の規則 5 条(a)に基づき、

輸入貨物の差止めの日から３日以内に、疑いのある商品が差し止められており、

その通関を停止しなければならない港／空港／陸上税関事務所の正規税関職員と

の間で、適切な貨物保証書を作成し、当該時に決定される金額の保証金および保

証人を差し入れる。これらが行われなかった場合には、貨物は通関されるものと

する。 
(ii) 権利保有者は、知的財産権法、すなわち 1957 年著作権法、1999 年商標法、

1970 年特許法、2000 年意匠法および 1999 年商品地理的表示（登録・保護）法

に基づき自ら取得した登録の有効性、登録期間の満了および登録の更新（もしあ

れば。）、抹消、法律に基づく強制実施権の許諾等について、継続的に税関に通

知する。 
(iii) 権利保有者は、国際取引上の制限を認識し、かつ税関の一般的機能を理解した上

で、貨物を差止め、その通関を停止するために必要な、知的財産権法に反する侵

害品を輸入した疑いについての動向および情報を、税関との間で継続的に共有す

る。 
(iv) 権利保有者は、通関停止が妨害行為にあたることが立証された場合には、侵害の

疑いがある商品の通関停止行為に付帯するあらゆる賠償責任について、輸入者、

荷受人、商品の所有者および管轄当局を保護することを保証する。 
(v) 権利保有者は、当該侵害品の廃棄または処分の時点までに発生するサンプリング、

廃棄、待船および留置のあらゆる費用を、確認の上負担する。 
(vi) 権利保有者は、上記規則に基づき定められる期限までに手続に参加する。手続に

参加しなかった場合には、商品の通関に異議を唱えないことに同意する。 



 

(vii) 本保証書は規則 4 条(2)項に基づく登録が完了した日から５年間有効とし、権利

保有者の責任は、税関が誠実な職務遂行により通関を停止しているすべての差止

め貨物に関する責任とする。 
(viii) 大統領または正規職員は、その他の形態による権利の回復を妨げないことを条件

として、上記(iv)および(v)から生じる義務に対する保証金／有価証券の一部また

は全部の調整等を行うことができる。 
(ix) *本保証書は、私／当社に対する手続が行われていない場合であっても、保証人

に対して強制執行することができる。 
 
 
以上を証し、権利保有者は、冒頭記載の日に本保証書に署名押印した。 
 
権利保有者が         において１         の面前で署名し、交付

した。 
 
 
２          
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 

承認 
 

インド国大統領を代理して 
（正規職員の署名および公印） 

 
 
注記：＊保証人が定められている場合には必須 
無関係の場合には削除すること。 
 
 



 
 

付属書－Ｂ 
 

インド税関への知的財産権の登録により作成される保証書 
2007 年知的財産権（輸入品）施行規則の規則 5 条(a)参照 

 
［権利保有者が作成する。］ 

（保証金および保証人に関する規定を含む保証書） 
 

（一般保証書） 
 

        に居住する私／当社        （以下「権利保有者」とい

う。）（その承継人／相続人、遺言執行者、遺産管理人および法律上の代表者を含

む 。 ） は 、 
     ルピーをインド国大統領（以下「大統領」という。）（その承継人、ならび

に税関長およびその授権を受けた職員のような代表職員を含む。）に支払う法的義務を

本保証書により大統領に対して負うことを、ここに証する。 
 
20  年  月  日に押印した。 
 
［ ］の税関長またはその授権を受けた職員（以下「正規職員」という。）は、私／当

社が提供する情報に依拠して、また、輸入者が輸入に際して行う申告に基づき、私／当

社が保有する知的財産権（以下「知的財産権」と略称する。）を登録すること、および

私／当社が保有する知的財産権を侵害している疑いがある商品の通関を停止することに

同意する。権利保有者は、2007 年知的財産権（輸入品）施行規則の規則 5 条(a)に基づ

き、以下に定める保証書、保証金および保証人を差し入れることに同意する。 
 
権利保有者は、上記規則により規定される権利保有者の側における条件の適式な遵守お

よび履行の担保として、      のために裏書される額面     ルピーの有価

証券（下記の明細に記載するもの）を、       の正規職員に預託した。 
 
よって、下記事項に同意し、下記事項を宣言する。 
 
(i) 権利保有者は、知的財産権法、すなわち 1957 年著作権法、1999 年商標法、

1970 年特許法、2000 年意匠法および 1999 年商品地理的表示（登録・保護）法

に基づき自ら取得した登録の有効性、登録期間の満了および登録の更新（もしあ

れば。）、抹消、法律に基づく強制実施権の許諾等について、継続的に税関に通

知する。 
(ii) 国際取引上の制限を認識し、税関の一般的機能を理解している権利保有者は、貨

物を差止め、その通関を停止するために必要な、知的財産権法に反する侵害品を

輸入した疑いについての動向および情報を、税関との間で継続的に共有する。 
(iii) 権利保有者は、通関停止が妨害行為にあたることが立証された場合には、侵害の

疑いがある商品の通関停止行為に付帯するあらゆる賠償責任について、輸入者、

荷受人、商品の所有者および管轄当局を保護することを保証する。 
(iv) 権利保有者は、当該侵害品の廃棄または処分の時点までに発生するサンプリング、

廃棄、待船および留置のあらゆる費用を、確認の上負担する。 
(v) 権利保有者は、上記規則に基づき定められる期限までに手続に参加する。手続に

参加しなかった場合には、商品の通関に異議を唱えないことに同意する。 
(vi) 本保証書は登録が完了した日から５年間有効とし、権利保有者の責任は、税関が

誠実な職務遂行により通関を停止しているすべての差止め貨物に関する責任とす

る。 
(vii) 大統領または正規職員は、その他の形態による権利の回復を妨げないことを条件

として、上記(iii)および(iv)から生じる義務に対する保証金／有価証券の一部また

は全部の調整等を行うことができる。 



 

(viii) *本保証書は、私／当社に対する手続が行われていない場合であっても、保証人

に対して強制執行することができる。 
 
上述の有価証券の明細［預託金額および貨物（もしあれば。）の詳細］ 
 
以上を証し、権利保有者（および保証人）＊は、冒頭記載の日に本保証書に署名押印し

た。 
 
権利保有者が       において１       、２       の面前で署名

し、交付した。 
 
＊保証人が       において１       、２       の面前で署名し、

交付した。 
 
 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 

承認 
 

インド国大統領を代理して 
（正規職員の署名および公印） 

 
１         、２         の面前において 
注記：＊保証人が定められている場合には必須。無関係の場合には削除すること。 



 
 

付属書－Ｃ 
 

インド税関への知的財産権の登録により作成される損害補填保証書 
［2007 年知的財産権（輸入品）施行規則の規則５条(b)参照］ 

 
［権利保有者が作成する。］ 

 
 
 

１． （名称および住所） は、著作権／商標権／特許権／意匠権／地理的表示権の権

利保有者／所有者であり、 （場所） の （登録先の当局を記載する。） に適式に

登録されており、インド国内の知的財産法に違反する輸入侵害品に対して登録済みの権

利の保護をインド税関に求めることを決定している。 
 
２．当社の申請により、インド税関は、2007 年知的財産権（輸入品）施行規則に定める

侵害の疑いがある商品の通関を停止する義務を負う。当社は、同規則の規則５条(b)に基

づき、かかる通関停止ならびに輸入後の当社のための侵害品の販売および流通を妨げる

追加行為に付帯する一切の損害につき、 （具体的組織） の税関長またはその授権を

受けた職員が代理するインド連邦を補償することを、ここに保証する。 
 
３．また、 （名称および住所） 以外の第三者が、当社が同規則に基づき保護を求め

る侵害品を輸入し、販売し、または流通させるための法的権利を有することをインド国

内またはインド国外の管轄当局または裁判所に対して立証した場合には、当社は、将来

の一切の債務につき （具体的組織） の税関長またはその授権を受けた職員が代理す

るインド連邦を補償する。当社は、同規則に基づく当社の申請により開始された措置お

よび実施された行為について被る可能性のある一切の費用を負担し、かつ、かかる措置

および行為について被る可能性のある一切の損失を補填することも、ここに保証する。 
 
 
場所： 権利保有者の署名 
日付： 
 
証人：(i) (ii) 
（署名、名称および住所） 
 
注：無関係の部分を抹消すること。 
 



 

（４） 通達 No.10/2011 税関 
 

 
2011 年税関通達番号 10 

F. No. 305/1/2008-FTT 
インド政府 
財務省 
歳入局 

中央物品税関税局 
(国際税関課) 

 
2011 年 2 月 24 日付 

 
すべての税関長 宛 
すべての中央物品税局長 宛 
すべての中央物品税・関税局長 宛 
すべての CBEC 下の部長 宛 
部局代表責任者(CESTAT)、デリー 宛 
 
 
 

知的財産権(輸入品)  
2007 年施行規則実施に関する指示について 

 
1. 上記の主題に関する中央物品税関税局の 10 月 29 日付 2007 年税関通達番号 41

が注目を集めている。当該の通達では、権利者は、登録が付与される前に、税

関長に対して担保なしに一般保証証書を差し出し、侵害の申し立てがある商品

の通関保留の日から 3 日以内に、留保の行われた港において、管轄の税関長に

おける特定貨物保証証書の（署名捺印して）差出を引受けるものと規定されて

いた。この取扱いは、輸入前の登録時に侵害が疑われる輸入予定の商品の価額

に相当する保証金額を確定・指定するのは困難であることを鑑みて規定された

ものである。さらに、これにより、権利者の金銭が担保に組み入れられること

になる。 
 
2. しかしながら、侵害が申し立てられている商品の通関保留がさされて 3 日以内

に、通関保留がなされている港で保証証書を（署名捺印して）差し出すのは厄

介なプロセスであると述べられているため、あらゆる港で有効な一括保証証書

を要請する取引界側からの陳情を受けとっている。異なる場所の税関をまたぐ

単一の保証証書の法律的な意味合いについて法務省の意見が求められた。法務

省は以下の点を明らかにしている。 
 

「保証証書の内容は明確に、インド大統領のために保証証書が差し出され、権

限の授与を受けたいかなる税関長によっても保証証書について同様であるとこ

とを示す。権利者に、登録時に担保とともに一回で済む保証証書 (one time 
Bond) の（署名捺印して）差出しが認められれ、また、全ての港でこの一括ア

カウントへの自由なアクセスが許されれば、インド大統領のためであって税関

長のためではではなく保証証書として一回で済む保証証書が（署名捺印して）差

し出されるのであれば、これを導入をすることに対する法的な異議はないよう

にみえる」。 
 
3. 当該の問題は、中央物品税・関税局で検討されてきた。現在権利者は、10 月 29

日付 2007 年税関通達番号 41 において詳述されている方法で、侵害の申し立て

がある商品が輸入される恐れのある港において税関長に登録通知をするよう求

められている。権利者は、侵害の申し立てがある商品が輸入される疑いがあり、

自分の権利を守りたいと望むその他の港の詳細を述べることができる。権利者



は、担保があろうが無かろうが、登録が付与される前に、一般保証証書を損害

填補保証証書書とともに税関長に（署名捺印して）差し出さねばならない。こ

れは、侵害の申し立てがある商品の通関保留の日から 3 日以内に、通関保留の

された港において、当該の税関長によって指示されたとおりに、担保を伴う特

定貨物保証証書を（署名捺印して）差し出すことを引受けるものである。 
 
4. 権利者が表明した真の困難を考慮し、法務省の見解を勘案し、既存の自動記録

ターゲットシステム(ARTS)の一部として一括保証証書管理モジュールで操作す

るオンラインシステムを実施することが決定された。このシステムの主な目的

は、異なる税関における侵害の申し立てがある貨物の通関保留に際して、権利

者が、それぞれの税関に担保付きの特定貨物保証証書の（署名捺印して）差出

に駆けこまなくてもいいように、インドの港全てで利用できる担保が施された

単一の一括保証証書アカウントを提供することである。このモジュールの も

重要な部分は以下のとおりである。 
 

i. 権利者には、登録前に一般保証証書に続いて侵害の申し立てがある商品の通

関保留のされた港における特定貨物保証証書の（署名捺印して）差出か、イ

ンドにおける全ての港で有効である一括保証証書の登録港における（署名捺

印して）差出しという二つの選択肢がある。一般保証証書および特定貨物保

証証書はネット上ではなく、10 月 29 日付 2007 年税関通達番号 41 の付属

書 A および付属書 B としてこれまでに指示されたフォーマットにある。も

う一つの方法として、上記のとおり、権利者は登録港において、付属書 I か

ら本通達についてインド全土で侵害の疑いがあると申し立てがある商品の価

額に対応した、判断に十分な金額の一括保証証書(運用されることとなる証

書)を（署名捺印して）差出すことができる。税関当局で権利を登録した(有
効な UPRN および UTRN を備えた)現存の権利者は、一般保証証書が 初

に（署名捺印して）差出されている場合、その意思を伝え、指示されたフォ

ーマットで作成され、担保を伴う一括保証証書を同税関長に（署名捺印し

て）差出すことで、一括保証証書管理システムに移行することができる。さ

もないと、一般保証証書および特定貨物保証証書のシステムで引き続き運用

することになる。 
 

ii. 一括保証証書の選択肢を行使する権利者は、権利者自身が登録している税関

で、一括保証証書の価値の 25%に相当する金額の担保を必ず提供しなければ

なない。 
 

iii. 権利者が要求事項を満たせば、権利者が登録している税関はオンラインで、 
一括保証証書アカウント及び担保アカウントを作成する。当該システムは、

固有の保証証書登録番号(BRN)を生成し、同じものが、メール ID が権利者

による通知において提供されている権利者またはその授権を受けた代理人に

メールで送られる。保証証書の管理に関連した今後の全てのやり取りは、

BRN を参照することとなる。一人の権利者に対し、複数の固有恒久登録番

号(UPRN)を対象とした単一の BRN がある。言い換えれば、一括保証証書

アカウントは、税関で権利者が登録した複数の権利をカバーしうるというこ

とである。ただし、権利者の全ての UPRN を関連付けるためには、申請者

(権利者、サービス提供者、コンサルタント、もしくは法律事務所のいずれ

であれ)が、関連付けがされる全ての UPRN において同一である必要がある。

したがって、権利者がその商標登録を税関当局で行うために異なる二つの法

律事務所を選ぶか、自ら一つの商標を登録して、その他の商標はサービス提

供者を通じて登録すれば、当該の二つの UPRN の申請者が異なるので、当

該の UPRN は単一の保証証書を通じて関連付けることはできない。 
 

iv. 侵害の申し立てがある商品の通関保留の場合、一括保証証書および担保の金

額が、規制された商品の価値を補うに十分でない場合、通関保留の日から 3



 

日以内に、権利者は、追加保証証書(本通達の付属書 II の通り)の（署名捺印

して）差出を行い、相当する額の担保を備えるよう求められる。担保ととも

に追加保証証書は常に、一括保証証書を（署名捺印して）差出した税関長に

（署名捺印して）差出さねばならない。侵害の申し立てがある商品が通関保

留されているその他の港の税関長は、追加保証証書を受理することはできな

い。 
 

v. 自動記録ターゲットシステム(ARTS)は、一括保証証書アカウント、保証証

書対する金額の貸し方 (credit) (top-up：クレジット・チャージ) 及び担保、

並びにそれについての取り消しが、一括保証証書が（署名捺印して）差出さ

れた税関の職員のみが操作できるのに対して、金額の借り方 (debit) 及びそ

の借り方に属する金額の再度の貸し方への記入（re-credit）、侵害の申し立

てがある商品が通関保留のされた港にいる職員のみが行うことができる。

リ・クレジットは、当該の借り方に関して未決となっている法的手続きや支

払いがないことを確認した後に行うものとする。 
 

vi. 一般保証証書を（署名捺印して）差出すことを選択した権利者が、10 月 29
日付 2007 年税関通達番号 41 に関して権利者の権利を侵害しているとの申

立てのある貨物についての通関保留がなされてから 3 日以内に、通関保留の

された港において、特定貨物保証証書の（署名捺印して）差出をしなければ

ならないのに対し、一括保証証書を選択し、保証証書登録番号(BRN)がある

権利者は、書面で、侵害の申し立てがある商品が通関保留された管轄の IPR 
Cell に対して、当該保証証書において行われたデビットの詳細とともに当該

の BRN、および担保アカウントを正式に知らせなければならない。その結

果、IPR cell はこれを確認し、借方に記入できるようになる。権利者が、そ

の件を伝える書簡を提出しそこなった場合、税関当局には侵害の申し立てが

ある商品の通関を保留する義務はない。一括保証証書および担保アカウント

の収支が充分合っているようにするのは、権利者の責任である。収支が合っ

ていない場合、登録が行われ、BRN が交付された税関で必要な担保付きの

追加保証証書を（署名捺印して）差出すことでこれを補うことができる。こ

れを可能にするために、権利者は、BRN を使って自分の収支を閲覧・確認

するオンラインの便宜が与えられている。 
 

vii. 一般保証証書および特定貨物保証証書、または一括保証証書の（署名捺印し

て）差出のうち、いずれの選択肢が利用できるかに関わらず、権利者は、10
月 29 日付 2007 年税関通達番号 41 の付属書 C で指示されたフォーマットで

損害填補保証証書を（署名捺印して）差出すことを求められることになる。 
 
5. 税関が自発的に商品の通関を保留している場合、権利者は、2007 年知的財産権

(輸入品)施行規則の規則 3 の規定通りに通知し、同施行規則の規則 5 で規定され

ている通り保証証書を（署名捺印して）差出すよう求められている。権利者に

は、この時点で、場合に応じて、これまで詳しく述べた手続きに従って、一般

保証証書または一括保証証書を（署名捺印して）差出すという選択肢がある。 
 
6. 税関次長／補佐は、商品に関する通関保留に関して権利者に知らせる一方で、

担保とともに、必要な証書の額、または追加保証証書の額を算出できるよう、

権利者に商品の価額も知らせることになる。 
 
7. IPR Cell は、現存の知的財産権者を新しいシステムに移行させる要請を受理す

ることになる。IPR cell は、保証証書の（署名捺印して）差出に関する作業を適

切にモニタリングすべきである。閉鎖や期間の満了を含む保証証書のモニタリ

ングと担保は、権利の登録を行った税関長が果たすべき責任である。保証証書

を閉鎖するには、その他の税関による固有恒久登録番号(UPRN)に関する一括保

証証書アカウントにおけるデビットがないことの調査・確認が必要である。ど



こで（署名捺印して）差出されたにしろ、銀行保証状の再確認の全手順は、IPR 
Cell によって期間内および、銀行保証状の失効期日の少なくとも 15 日前に開始

するものとする。 
 
8. 中央物品税・関税局の 10 月 29 日付 2007 年税関通達番号 41 は、上記の範囲で

一部修正が行われている。 
 
9. 本通達に対する幅広い広報活動は、告示の発行及び現在有効な命令によって行

われる。リスク管理部部長代理が、この新しいシステムの実際の開始日を知ら

せるものとし、税関長に、一括保証証書管理モジュールの円滑な運用に関する

指示一式を別に交付することになる。 
 
10. 本通達を実施する上で直面する困難があれば、すぐに、それを中央物品税・関

税局に通知してしてもよい。 
 
11. 受領をお知らせ下さい。 
 
12. ヒンディー語版につづく。 

 
 
 
 

(P. S. Pruthi) 
税関長 



 

 
 

付属書 I 
(担保の提供とともにする一括保証証書) 

 
インド税関において知的財産権登録に従い（署名捺印して）差出される保証証書 

 
[2007 年知的財産権(輸入品)施行規則の規則 5(a)参照] 

[権利者により（署名捺印して）差出されること] 
 
本書により、以下を了知されたい。……….に居住する私(我々) ……………..(以下「権利

者」(この表現には、その承継人、相続人、履行者、管財人、法的代理人等を含む)とす

る)は、インド大統領(以下「大統領」(この表現にはその承継人、税関長など代理をする

者、および大統領から権限を授権された公務員が含まれる)とする)に対して支払うべき

総額で…………ルピー(………….ルピーのみ)を、私(我々)自身、私(我々)の承継人・相続

人、履行者、管財人、法的代理人は本書に厳に拘束され、支払うものとする。 
 
20●●年●月●日付で捺印 
 
 
……………………..の税関長または権限の委任を受けた公務員(以下「委任を受けた公務

員」とする)は知的財産権(以下省略して「IPR」とする)の登録、および私(我々)の保有す

る IPR を侵害していると疑われる商品の通関保留に合意しており、私(我々)が提供した

情報によって、輸入に際して輸入業者が行った宣言を基に、権利者はここに、2007 年知

的財産権(輸入品)施行規則の規則 5(a)の観点から以下で特定される保証証書および担保

の（署名捺印して）差出に合意する。 
 
同書の規則として規定された権利者側の諸条件の遵守、遂行のための担保として

……………..のために裏書きされた額面価格で………….ルピー(………….ルピーのみ)と
以下に書かれたスケジュールで述べられた、担保として、権利者は…………………..の適

格な公務員に預け入れている。 
 
ここに、以下のことに合意し、宣言するものとする。 
 
(i) 権利者は、1957 年著作権法、1999 年商標法、1970 年特許法、2000 年意匠法、

1999 年産品地理的表示(登録・保護)法などの IPR 法の下、自身が得た登録の有

効性の経過を税関に知らせる。すなわち、法などに従い登録期間の満了、その更

新、あればその取り消し、強制ライセンスの付与を知らせるものとする。 
 

(ii) 権利者は、国際貿易の制限を認識し、税関の一般的な機能を理解しつつも、貨物

を差止め及び通関保留に必要な IPR 法に抵触するとの疑いのある侵害商品の輸

入に関する動向や情報を継続的に税関と共有するものとする。 
 

(iii) 権利者は、保留が権利の濫用であるとされる場合に、侵害の申し立てがある商品

の通関保留の行為にとり随伴するあらゆる責任に対して輸入業者、荷受人、およ

び商品の所有者、所管官庁の保護を約束する。 
 

(iv) 権利者は、確認された場合には、侵害商品の破棄または処分の時までにかかった

サンプリング、破棄、日数超過割増、貨物保留料の費用を全て負わなければなら

ないものとする。 
 

(v) 権利者は、本書の規則で規定されたタイムライン通り手続きに参加するものとす

る。これを怠れば、商品の通関に異議を唱えないことに同意したことになる。 
 



(vi) 大統領または委任を受けた公務員は、他の回復の方法を損なわずに、とりわけ、

上記の条項(iii)および(iv)に起因した支払べき金額に対してその一部または全額

の担保の預入/担保を調整してもよい。 
 

(vii) 手続きが 終的なものでなかった場合、権利者は、銀行保証状の失効期日の 15
日前に銀行保証状の更新に同意する。それを怠れば、当該の銀行保証状は、当該

部局によって現金化されるものとする。 
 
上記担保の段取りは、[もしあれば、貨物ととも預け入れる金額の詳細]に関するもので

ある。 
 
上記の証として、権利者は、上記の初めに記された年月日に署名し、捺印する。 
 
…………………において権利者が署名し、交付した。 
 
1………………………..  
2………………………..       xxxxxxxxxxxxxx 
 
の立ち会いの下、 

 
インド大統領に代わって受領(適格な公務員の署名、公印および捺印)された。 



 

 
付属書 II 

(担保の預入とともにする追加保証証書) 
インド税関において知的財産権登録の際に（署名捺印して）差出された保証証書 
 
[2007 年知的財産権(輸入品)施行規則の規則 5(a)参照] 
 

[権利者により（署名捺印して）差出されること] 
本書により、以下を了知されたい。税関の適格な公務員は、我々が（署名捺印し

て）差出した一括保証証書をインド大統領に代わって受理していただいているが、

………………….日付の書簡を参考に、税関で登録した知的財産権について生成した保証

証書登録番号(BRN)…………………、および固有恒久登録番号(UPRN)…………….およ

び………………..を付与したこと、 
 
及び、 
 

私(我々)が支払うべき金額が、インドのいかなる税関においても、すでに通関が保

留されている疑義貨物や、今後侵害が疑われる貨物の通関保留を補なうのに不十分であ

る一方で、……….に居住する私(我々) ……………..(以下「権利者」(この表現には、承継

人、相続人、履行者、管財人、法的代理人等を含む)とする)は、インド大統領(以下「大

統領」(この表現にはその承継人、税関長など代理する者、および権限を授権した公務員

が含まれる)とする) に対して支払うべき総額で…………ルピー(………….ルピーのみ)を、

私(我々)自身、私(我々)の承継人・相続人、履行者、管財人、法的代理人は本書に厳に拘

束され、支払うものとする。 
 
20●●年●月●日付で捺印 
 
……………………..の税関長または権限の委任を受けた公務員(以下「委任を受けた公務

員」とする)は知的財産権(以下省略して「IPR」とする)の登録、および私(我々)の保有す

る IPR を侵害していると疑われる商品の通関保留に合意しており、私(我々)が提供した

情報によって、輸入に際して輸入業者が行った宣言を基に、権利者はここに、2007 年知

的財産権(輸入品)施行規則の規則 5(a)の観点から以下で特定される保証証書および担保

の（署名捺印して）差出に合意する。 
 
同書の規則として規定された権利者側の諸条件の遵守、遂行のための担保として

……………. のために裏書きされた額面価格で………….ルピー(………….ルピーのみ)と
以下に書かれたスケジュールで述べられた、追加の担保として、権利者は

…………………..の適格な公務員に預け入れている。 
 
ここに、以下のことに合意し、宣言するものとする。 
 
(viii) 権利者は、1957 年著作権法、1999 年商標法、1970 年特許法、2000 年意匠法、

1999 年産品地理的表示(登録・保護)法などの IPR 法の下、自身が得た登録の有

効性の経過を税関に知らせる。すなわち、法などに従い登録期間の満了、その更

新、あればその取り消し、強制ライセンスの付与を知らせるものとする。 
 

(ix) 権利者は、国際貿易の制限を認識し、税関の一般的な機能を理解しつつも、貨物

を差止め及び通関保留に必要な IPR 法に抵触するとの疑いのある侵害商品の輸

入に関する動向や情報を継続的に税関と共有するものとする。 
 

(x) 権利者は、保留が権利の濫用であるとされる場合に、侵害の申し立てがある商品

の通関保留の行為にとり随伴するあらゆる責任に対して輸入業者、荷受人、およ

び商品の所有者、所管官庁の保護を約束する。 
 



(xi) 権利者は、確認された場合には、侵害商品の破棄または処分の時までにかかった

サンプリング、破棄、日数超過割増、貨物保留料の費用を全て負わなければなら

ないものとする。 
 

(xii) 権利者は、本書の規則で規定されたタイムライン通り手続きに参加するものとす

る。これを怠れば、商品の通関に異議を唱えないことに同意したことになる。 
 

(xiii) 大統領または委任を受けた公務員は、他の回復の方法を損なわずに、とりわけ、

上記の条項(iii)および(iv)に起因した支払べき金額に対してその一部または全額

の担保の預入/担保を調整してもよい。 
 

(xiv) 手続きが 終的なものでなかった場合、権利者は、銀行保証状の失効期日の 15
日前に銀行保証状の更新に同意する。それを怠れば、当該の銀行保証状は、当該

部局によって現金化されるものとする。 
 
上記担保の段取りは、[もしあれば、貨物ととも預け入れる金額の詳細]に関するもので

ある。 
 
上記の証として、権利者は、上記の初めに記された年月日に署名し、捺印する。 
 
…………………において権利者が署名し、交付した。 
 
1………………………..  
2………………………..       xxxxxxxxxxxxxx 
 
の立ち会いの下、 

 
インド大統領に代わって受領(適格な公務員の署名、公印および捺印)された。 



 

（５） 通達 No.13/2012 税関 
 

 
2012 年税関通達番号 13 

 
F. No. 528/21039/08.CU8/ICD 

インド政府 
財務省 
歳入局 

中央物品税関税局  
*** 

ニューデリー、2012 年 5 月 8 日付 
 
すべての現在及び元税関長 宛 
すべての関税・中央物品税局長 宛 
すべての部局代表責任者(CESTAT) 宛 
すべての現在及び元税関所長 宛 
すべての関税・中央物品税務署長 宛 
 
 

輸入品に関する知的財産権の行使―並行輸入の問題に関する説明について 
*** 

 
私は、2007 年 IPR(輸入品)施行規則における商標、意匠、特許、地理的表示、

著作権などの知的財産権(IPR)の実施に関する特定の条件、及び手続きを規定した 2010
年 6 月 30 日付の 2010 年税関告示番号 51 および中央物品税関税局の 10 月 29 日付

2007 年税関通達番号 41 に注意を促すよう指示されている。本件に関しては、知的財産

権者の許諾・承認がないまま知的財産権者以外の者によって海外で適法に販売または入

手した(模倣品や海賊版ではない)オリジナル／真正品の輸入問題に関する説明を求める

取引界並びに現場から、種々の意見表明を中央物品税関税局が受けとっている。これは

貿易用語では「並行輸入」として知られている。 
 

2.1. 6 月 30 日付 2010 年税関告示番号 51 が、偽造商標、意匠の不正なまたは明らか

な摸倣、同意を得ずに取得された特許、虚偽の地理的表示のある製品、または登録著作

権を侵害する商品等を規制する以下の法令の法規定において記載があり、インドでの販

売または使用のための商品の輸入を禁止していることを思い起こされるかもしれない。 
 
(i) 1999 年商標法 
(ii) 2000 年意匠法(Hi)1970 年特許法 
(iv) 1999 年産品地理的表示(登録・保護)法 
(v) 1957 年著作権法 
 
2.2. この件に関して告示および通達とともに読み合わせる 2007 年知的財産権(輸入

品)施行規則における法規定については、輸入品の特定の貨物が、知的財産権者の権利を

侵害しているかどうかの判断は、前述の上位法の条項を考慮しながら税関当局が行って

いる。 
 
2.3. 前述の上位法に記載されている全ての侵害およびその結果として起きる違反は、

これらの法律の範囲が広いため、とりわけ、インドにおけるこれらの法律の条項の執行

も含まれているため、商品の輸入に限られたものではないことも留意しなければならな

い。それ故、2010 年税関告示 51 号において特定されている知的財産権保護を目的とし

た輸入品の禁止は、上位法における全ての侵害に関連しているわけではなく、2010 年税

関告示 51 号に記載されている知的財産権に適用される上位法の特定の条項を侵害する

これらの輸入にのみ関連していることに留意したほうがよい。 
 



2.4.  例証すれば、1999 年商標法の場合、2007 年知的財産権(輸入品)施行規則の条項

につながる、インドにおける販売または使用のための商品の輸入に関する商標侵害の禁

止は、前述の告示のパラグラフ(I)および(ii)に記載されている。 
 

i. 1999 年商標法第 102 条で規定されている通り偽造商標が適用された輸入品 [パ
ラグラフ(i)] 

 
ii. 製品に直接・間接的に関わらず、記載、明細、またはその他の表示の事項のいず

れかに関連するものではあるが、1999 年商標法第 2 条 1 項 za 号の(ii)および(iii)
での規定されたものは含まれず、同号（i）で規定された定義が意味する範囲内

で虚偽の商品表示が用いられた輸入品 [パラグラフ(ii)] 
 
従って、前述の 2010 年税関告示 51 号のパラグラフ(i)および(ii)における輸入禁

止は、輸入品が、1999 年商標法の上記の条項の範囲内である場合のみ適用でき

る。 
 
3. このような状況においては、知的財産権者の許諾・承認がないまま知的財産権者

以外の者によって海外で適法に販売または入手し、インドに輸入した(模倣品や海賊版で

はない)オリジナル／真正品の製品の輸入を許可する問題は、そしてこれは取引において

は「並行輸入」として知られているが、行政機関、即ち、商⼯省産業政策促進局
(D1P&P)に説明を求めて問合せがなされているとされていた。 
 
4. この件に関しては、(i)1999 年商標法、(ii)1970 年特許法、(iii)2000 年意匠法に

関する全ての事柄に関する中心的な官庁である産業政策促進局は特に以下のように言明

している。 
 
(i) 1970 年特許法第 107 条 A(b)は、適法に特許のある製品の生産・販売または供給

を権限の授与を受けた者からの当該製品の輸入はいかなる者が輸入したとしても、特許

権の侵害と見なしてはならないと規定している。それ故、特許に関する限り、第 107 条

A(b)は、並行輸入を規定するものである。 
 
(ii) 1999 年商標法第 30 条 3 項(b)は、登録商標を持つ商品を適法に入手した場合、

さらなる販売または、購入者、または購入者の代理であると主張する者によるこの商品

の販売又はその他の取引は、所有者により又はその同意を得て、登録商標の下で市場に

出回っている商品であるというだけの理由で、侵害とはみなされないと規定する。ただ

し、このような商品は、発売後に、物質的に変質させたり、害を与えたりしたものであ

ってはならない、と規定している。 
 
(iii) 意匠に関する限り、2000 年意匠法の第 22 条(1)(b)に指摘されている通り、並行

輸入は認められていないことが明らかにされている。 
 
(iv) 地理的表示に関しては、1999 年産品地理的表示(登録・保護)法には並行輸入に関

する 1970 年特許法第 107 条 A(b)に規定されているものと同一または類似した条項はな

い。当該の法律では、並行輸入の問題をまったく取り扱っていないと記載されている。

それ故、並行輸入は、本法律ではカバーされていない。 
 
(v) 「著作権」に関しては、中核官庁、即ち、高等教育部からの説明を求めているが、

本件に関するさらなる指示が出されるまでは、現場は、1957 年著作権法における現存の

条項に従ってもよい。 
 
5.1 上記を考慮して、上記の第 4 パラグラフで詳述している通りに、前述の上位法の

規定、6 月 30 日付 2010 年税関告示 51 号の条項および、当該行政庁からの説明に基づ

き、「並行輸入」という輸入について現場は決定を行うことが指示されている。 



 

 
6. 上記の指示は、全ての関係者にすぐに通知し、本通達の広い周知は、適切な公告

を通じて行ってもよい。 
 
7. 本通達の受領をお知らせ下さい。 
 

(M. Satish Kumar Reddy)  
課長(国際関税課) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４. 税関に対する保証証書のフォーム(英文) 
 

 
APPENDIX – E 

 
 

ANNEXURE-A 
BOND EXECUTED IN PURSUANCE OF REGISTRATION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS WITH INDIAN CUSTOMS [See Rule 5(a) and 5(b) of 
Intellectual Property Rights (Imported Goods) 

Enforcement Rules, 2007] 
 

[To be executed by the Right Holder(s)] 
(General Bond) 

 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I/we …………… residing at 

…………………………… hereinafter referred to as "Right Holder" (which expression 
shall include its successors/heirs, executors, administrators and legal 
representatives) am/are held and firmly bound unto the President of India 
hereinafter called the "President" (which expression shall include his successors and 
his representative officers like Commissioner of Customs and his authorized officers) 
in a sum as may be determined at the time of interdiction and suspension of release 
of suspect goods imported in violation of the Intellectual Property Rights (hereinafter 
abbreviated as "IPR" ) held by me/us, to be paid to the President for which payment 
well and truly to be made, I/we bind myself/ourselves, my/our successors/heirs, 
executors, administrators and legal representatives firmly by these presents. 
 

Sealed with my/our seal(s) this …………………….. day of ……………20…… . 
 

WHEREAS 
The Commissioner of Customs or his authorized Officer at  ……………… 

hereinafter called the "Proper Officer") has agreed to register the IPR held by me/us 
and to suspend clearance of goods suspected to be infringing the IPR held by me/us, 
depending on the information furnished by me/us and on the basis of the declarations 
made by the Importers in the course of importation, I/we the Right Holder hereby 
agree to furnish such bond, security and surety, as may be prescribed by the Proper 
Officer, in terms of Rule 5 (a) of the Intellectual Property Rights (Imported Goods) 
Enforcement Rules, 2007 and also agree to indemnify the Customs as detailed under 
Rule 5(b) of the ibid Rules. 
 
NOW, IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED that - 

I 
(i)  The Right holder shall execute proper consignment specific bond(s) with the 

proper officer of customs at the port/airport/land customs station, where 
suspect goods have been interdicted and clearances of the same have to be 
suspended, along with such amount of surety and security, as may be 
determined at that time in terms of Rule 5(a) of the Intellectual Property 
Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007 within three days from the 
date of interdiction of the import consignments failing which the consignment 
shall be released. 
 

(ii) The Right Holder shall keep the Customs abreast of validity of registration 
obtained by him under the IPR laws namely The Copyright Act, 1957; The 
Trade Marks Act, 1999; The Patents Act, 1970; The Designs Act, 2000 and 
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 
1999 ; expiry of the term of registration and renewal thereof, if any; 
cancellation; grant of compulsory licence in accordance with the law etc 
 



 

(iii) The Right holder, having recognized limitations of international trade and 
understood the general functioning of Customs, shall share the trends and 
information with Customs on an on-going basis, about suspected imports of 
infringing goods violating the IPR laws, as may be required to interdict 
consignments and to suspend the clearance thereof . 
 

(iv) The Right Holder undertakes to protect the importer, consignee and owner of 
the goods as well as the competent authorities against all liabilities that are 
incidental and ancillary to the act of suspension of clearance of allegedly 
infringing goods, in case it is established that the suspension is vexatious. 
 

(v) The Right Holder shall bear all the costs towards sampling, destruction, 
demurrage and detention charges incurred till the time of destruction or 
disposal of such infringing goods, upon being confirmed. 
 

(vi) The Right Holder shall join the proceedings as per the time lines prescribed 
in terms of the ibid Rules, failing which, they agree, to not to object to the 
release of the goods. 
 

(vii) This bond shall remain in force for a period of five years from the date of 
completion of registration under Rule 4(2) and the liability of the Right 
holder shall be in respect of all such interdicted consignments, whose 
clearance has been suspended by the Customs in bonafide exercise of their 
duties. 
 

(viii) The President or the Proper Officer, without prejudice to any other mode of 
recovery may, inter alia, adjust the security deposit / securities in part or full 
towards the dues arising out of clause (iv) and (v) supra. 
 

(ix) This bond shall be enforceable against the surety notwithstanding that 
proceedings have not been undertaken against me/us. 

 
IN THE WITNESS WHEREOF the Right Holder has herein set and subscribed its 
hands and seals the day, month and year first above written. 
 

SIGNED AND DELIVERED by the Right Holder at …………… in the presence 
of:- 

 
 
1…………………………….. 
 
2…………………………….      xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Accepted 
 

For and on behalf of the President of India 
(Signature of the Proper Officer with Official Stamp and Seal) 

 
Note: * Mandatory in case any surety has been prescribed.  
Strike off, if irrelevant. 



 
 

ANNEXURE-B 
 

BOND EXECUTED IN PURSUANCE OF REGISTRATION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS WITH INDIAN CUSTOMS  

See Rule 5(a) of Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 
2007 

 
[To be executed by the Right Holder(s)] 

(Bond with Provision for Security Deposit and Surety) 
 

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I/we …………. residing 
at…………………. hereinafter referred to as "Right Holder" (which expression shall 
include its successors / heirs, executors, administrators and legal representatives) 
am/are held and firmly bound unto the President of India hereinafter called the 
"President" (which expression shall include his successors and his representative 
Officers like Commissioner of Customs and his authorized officers) in the sum of Rs 
………….. (Rupees ………… only) to be paid to the President for which payment well 
and truly to be made, I / we bind myself / ourselves, my / our successors / heirs, 
executors, administrators and legal representatives firmly by these presents. 
 

Sealed with my / our seal(s) this ……………. day of ………….. 20………… 
 

WHEREAS 
The Commissioner of Customs or his authorized Officer at …………….. 

(hereinafter called the "Proper Officer") has agreed to register the intellectual 
property right (hereinafter abbreviated as "IPR") held by me/us and to suspend 
clearance of goods suspected to be infringing the IPR held by me/us, depending on 
the information furnished by me/us and on the basis of the declarations made by the 
Importers in the course of importation, the Right Holder hereby agrees to furnish 
such bond, security and surety hereinafter specified , in terms of Rule 5 (a) of the 
Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007. 
 

The Right Holder has deposited with the Proper Officer at …………., the 
securities as mentioned in the Schedule hereunder written of the face value of Rs 
……….. (Rupees ……… only) endorsed in favour of ………… as security for the due 
observance and performance of the terms of conditions on the part of the Right 
Holder, prescribed as per the ibid Rules. 
 
NOW, IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED that – 
 
(i) The Right Holder shall keep the Customs abreast of validity of registration 

obtained by him under the IPR laws namely The Copyright Act, 1957; The 
Trade Marks Act, 1999; The Patents Act, 1970; The Designs Act, 2000 and 
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 
1999 ; expiry of the term of registration and renewal thereof, if any; 
cancellation; grant of compulsory licence in accordance with the law etc 
 

(ii) The Right holder, having recognized limitations of international trade and 
understood general functioning of Customs, shall share the trends and 
information with Customs on an on-going basis, about suspected imports of 
infringing goods violating the IPR laws, as may be required to interdict 
consignments and to suspend the clearance. 
 

(iii) The Right Holder undertakes to protect the importer, consignee and the 
owner of the goods and the competent authorities against ail liabilities that 
are incidental and ancillary to the act of suspension of clearance of allegedly 



 

infringing goods, in case it is established that the suspension is vexatious. 
 

(iv) The Right Holder shall bear all the costs towards sampling, destruction, 
demurrage and detention charges incurred till the time of destruction or 
disposal of such infringing goods, upon being confirmed. 
 

(v) The Right Holder shall join the proceedings as per the time lines prescribed 
in terms of the ibid Rules, falling which, they agree, to not to object to the 
release of the goods. 
 

(vi) This bond shall remain in force for a period of five years from the date of 
completion of registration and the liability of the Right holder shall be in 
respect of all such interdicted consignments, whose clearance has been 
suspended by the Customs in bona fide exercise of their duties. 
 

(vii) The President or the Proper Officer, without prejudice to any other mode of 
recovery may, inter alia, adjust the security deposit / securities in part or full 
towards the dues arising out of clause (iii) and (iv) supra. 
 

(viii) *This bond shall be enforceable against the surety notwithstanding that 
proceedings have not been undertaken against me/us. 

 
The Schedule of Securities above referred to [Particulars of the amount 

deposited, along with consignments, if any] 
 
IN THE WITNESS WHEREOF the Right Holder (and the Surety)* has herein set 
and subscribed its hands and seals the day, month and year first above written. 

 
SIGNED AND DELIVERED by the Right Holder at……………. 
 

In the Presence of:- 
XXXXXXXXXXXXXX 

1…………………… 
 
2…………………… 
 

*SIGNED AND DELIVERED by the Surety at ………………… 
 
In the Presence of:- 

 
1…………………… 
 
2……………………       
 XXXXXXXXXXXXXX 

 
Accepted 

For and on behalf of the President of India 
(Signature of the Proper Officer with Official Stamp and Seal) 

 
In the Presence of:- 

 
1…………………… 
 
2……………………   

 
Note: * Mandatory in case any surety has been prescribed. Strike off, if Irrelevant. 



 
 

ANNEXURE-C 
 

INDEMNITY BOND EXECUTED IN PURSUANCE OF REGISTRATION OF 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WITH INDIAN CUSTOMS 

[See Rule 5(b) of Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 
2007] 

 
[To be Executed by the Right holder(s)] 

 
1. Whereas, _____________ (Name & Address) ____________ is the right 

holder/owner of the Copyright/Trade Mark/Patent/Design/Geographical 
Indication and are duly registered with ______________ (indicate the authority 
with whom it was registered) ____________, (Place) __________________ and have 
decided to seek protection from the Indian Customs of the registered rights 
against the imported infringing goods that are violating of the Intellectual 
Property Laws In India. 
 

2. And whereas, on our application, the Indian Customs have obliged to suspend 
the clearance of the suspected infringing goods as set out in the Intellectual 
Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007, we hereby 
undertake in terms of Rule 5(b) of the said Rules to indemnify the Union of India, 
represented by Commissioner of Customs _____________ (specific formation) 
______________or any of his authorized Officer(s) from any damages incidental 
and ancillary to such suspension of clearance and any further action preventing 
distribution and circulation of infringing goods, on our behalf, after importation. 
 

3. Further, we indemnify the Union of India, represented by Commissioner of 
Customs __________ (specific formation) _______________ or any of his authorized 
Officer(s) from any future liabilities, in case any third party other than 
_____________ (Name & Address) _____________ proves before any competent 
authority or any court of law in India or outside, that they are entitled legally to 
import, distribute and/or circulate the impugned goods sought to be protected 
under the said Rules by us. We also undertake to bear all such expenses and 
make good any losses that might be incurred in relation to the measures initiated 
and actions taken on the basis of our application under the said Rules. 

 
 
Place:        Signature of the Right 
Holder 
Date: 
 
Witnesses: (i)       (ii) 
(Signature, Name & Address) 
 
Note: Strike off the irrelevant part(s). 



 

 

ANNEXURE-I 
(Centralized Bond with Provision for Security Deposit) 

 
BOND EXECUTED IN PURSUANCE OF REGISTRATION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS WITH INDIAN CUSTOMS 
 

[See Rule 5(a) of Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 
2007] 

[To be executed by the Right Holder(s)] 
 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT l/we …………….. residing at ………. 
hereinafter referred to as "Right Holder" (which expression shall include its 
successors / heirs, executors, administrators and legal representatives) am/are held 
and firmly bound unto the President of India hereinafter called the "President" 
(which expression shall include his successors and his representative Officers like 
Commissioner of Customs and his authorized officers) in the sum of Rs ………… 
(Rupees …………. only) to be paid to the President for which payment well and truly 
to be made, I / we bind myself / ourselves, my / our successors / heirs, executors, 
administrators and legal representatives firmly by these presents. 
 
Sealed with my / our seal(s) this ……………….. day of ………….. 20………. 
WHEREAS 
 
The Commissioner of Customs or his authorized Officer at …………………….. 
(hereinafter called the "Proper Officer") has agreed to register the intellectual 
property right (hereinafter abbreviated as "IPR") held by me/us and to suspend 
clearance of goods suspected to be infringing the IPR held by me/us, depending on 
the information furnished by me/us and on the basis of the declarations made by the 
Importers in the course of importation, the Right Holder hereby agrees to furnish 
such bond and security, hereinafter specified, in terms of Rule 5 (a) of the Intellectual 
Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007. 
 
The Right Holder has deposited with the Proper Officer at ………………….., the 
securities as mentioned in the Schedule hereunder written of the face value of Rs. 
…………. (Rupees …………. only) endorsed in favour of …………….. as security for 
the due observance and performance of the terms of conditions on the part of the 
Right Holder, prescribed as per the ibid Rules. 
 
NOW, IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED that- 
 
(xv) The Right Holder shall keep the Customs abreast of validity of registration 

obtained by him under the IPR laws namely The Copyright Act, 1957; The 
Trade Marks Act, 1999; The Patents Act, 1970; The Designs Act, 2000 and 
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 
1999; expiry of the term of registration and renewal thereof, if any; 
cancellation; grant of compulsory licence in accordance with the law etc. 
 

(xvi) The Right holder, having recognized limitations of international trade and 
understood general functioning of Customs, shall share the trends and 
information with Customs on an on-going basis, about suspected Imports of 
infringing goods violating the IPR laws, as may be required to interdict 
consignments and to suspend the clearance. 
 

 
(xvii) The Right Holder undertakes to protect the importer, consignee and the 



owner of the goods and the competent authorities against all liabilities that 
are incidental and ancillary to the act of suspension of clearance of allegedly 
infringing goods, in case it is established that the suspension is vexatious. 
 

(xviii) The Right Holder shall bear all the costs towards sampling, destruction, 
demurrage and detention charges incurred till the time of destruction or 
disposal of such infringing goods, upon being confirmed. 
 

(xix) The Right Holder shall join the proceedings as per the time lines prescribed 
in terms of the ibid Rules, failing which, they agree, to not to object to the 
release of the goods. 
 

(xx) The President or the Proper Officer, without prejudice to any other mode of 
recovery may, inter alia, adjust the security deposit / securities in part or full 
towards the dues arising out of clause (iii) and (iv) supra. 
 

(xxi) In case the proceedings are not final, the right holder agrees to renew the 
bank guarantee before 15 days of expiry of the bank guarantee, failing which, 
the bank guarantee shall be encashed by the department. 

 
The Schedule of Securities above referred to [Particulars of the amount deposited, 
along with consignments, if any] 
 
IN THE WITNESS WHEREOF the Right Holder has herein set and subscribed its 
hands and seals the day, month and year first above written. 
 
SIGNED AND DELIVERED by the Right Holder at ………………… 
 
In the Presence of :- 
 
1………………………..  
2………………………..       xxxxxxxxxxxxxx 

 
Accepted 

For and on behalf of the President of India (Signature of the Proper Officer with 
Official Stamp and Seal) 



 

 
 

ANNEXURE - II 
(Supplementary Bond with Provision for Security Deposit) 

BOND EXECUTED IN PURSUANCE OF REGISTRATION OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS WITH INDIAN CUSTOMS 
 
[See Rule 5(a) of Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 
2007] 

[To be executed by the Right Holder(s)] 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT the Proper Officer of 

Customs has been pleased to accept on behalf of the President of India the 
Centralized bond executed by us vide letter dated …………………. and assigned the 
Bond Registration Number (BRN) ………………… in respect of the IPRs registered 
with the Custom House and UPRNs ……………. and ……………….. so generated 
against them. 
 
And 
 

Whereas the amount bound by myself / ourselves is inadequate to cover the 
suspension of clearances of any suspect infringing future consignments and / or any 
suspect consignment already interdicted by any customs formation in India, l/we 
…………………… residing at ……………………. hereinafter referred to as "Right 
Holder" (which expression shall include its successors / heirs, executors, 
administrators and legal representatives) am/are held and firmly bound unto the 
President of India hereinafter called the "President" (which expression shall include 
his successors and his representative Officers like Commissioner of Customs and his 
authorized officers) in the sum of Rs …………… (Rupees ………..………… only), in 
addition to any amount bound earlier, to be paid to the President for which payment 
well and truly to be made, I / we bind myself / ourselves, my / our successors / heirs, 
executors, administrators and legal representatives firmly by these presents.  
 
Sealed with my / our seal(s) this ………… day of ………… 20………. 
WHEREAS 
The Commissioner of Customs or his authorized Officer at …………………. 
(hereinafter called the "Proper Officer") has agreed to register the intellectual 
property right (hereinafter abbreviated as "IPR") held by me/us and to suspend 
clearance of goods suspected to be infringing the IPR held by me/us, depending on 
the information furnished by me/us and on the basis of the declarations made by the 
Importers in the course of importation, the Right Holder hereby agrees to furnish 
such bond and security, hereinafter specified, in terms of Rule 5 (a) of the Intellectual 
Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007. 
 
The Right Holder has deposited with the Proper Officer at …………………… the 
additional securities as mentioned in the Schedule hereunder written of the face 
value of Rs …………. (Rupees ……………. only) endorsed in favour of …………… as 
security for the due observance and performance of the terms of conditions on the 
part of the Right Holder, prescribed as per the ibid Rules. 
 
NOW, IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED that –  
 
(i) The Right Holder shall keep the Customs abreast of validity of registration 

obtained by him under the IPR laws namely The Copyright Act, 1957; The 
Trade Marks Act, 1999; The Patents Act, 1970; The Designs Act, 2000 and 
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 
1999; expiry of the term of registration and renewal thereof, if any; 
cancellation; grant of compulsory licence in accordance with the law etc. 
 



(ii) The Right holder, having recognized limitations of international trade and 
understood general functioning of Customs, shall share the trends and 
information with Customs on an on-going basis, about suspected imports of 
infringing goods violating the IPR laws, as may be required to interdict 
consignments and to suspend the clearance, 
 

(iii) The Right Holder undertakes to protect the importer, consignee and the 
owner of the goods and the competent authorities against all liabilities that 
are incidental and ancillary to the act of suspension of clearance of allegedly 
infringing goods, in case it is established that the suspension is vexatious. 
 

(iv) The Right Holder shall bear all the costs towards sampling, destruction, 
demurrage and detention charges incurred till the time of destruction or 
disposal of such infringing goods, upon being confirmed. 
 

(v) The Right Holder shall join the proceedings as per the time lines prescribed 
in terms of the ibid Rules, failing which, they agree, to not to object to the 
release of the goods. 
 

(vi) The President or the Proper Officer, without prejudice to any other mode of 
recovery may, inter alia, adjust the security deposit / securities in part or full 
towards the dues arising out of clause (iii) and (iv) supra. 
 

(vii) In case the proceedings are not final, the right holder agrees to renew the 
bank guarantee before 15 days of expiry of the bank guarantee, failing which , 
the bank guarantee shall be encashed by the department. 

 
The Schedule of Securities above referred to [Particulars of the amount 

deposited, along with consignments, if any] 
 
IN THE WITNESS WHEREOF the Right Holder has herein set and subscribed its 
hands and seals the day, month and year first above written. 
 
SIGNED AND DELIVERED by the Right Holder at ………………. 
 
In the Presence of:- 
 
1……………………………… 
2……………………………… 

xxxxxxxxxxxxxx 
Accepted 

For and on behalf of the President of India  
(Signature of the Proper Officer with Official Stamp and Seal) 
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2014 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、そ

の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び

当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。なお、法令については仮訳であるため、最終的な確認、照会

については原文において行われるようお願いいたします。 
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